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は
じ
め
に

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
対
日
戦
犯
裁
判
を
巡
り
、
国
内
外
で
膨
大
な
公
文

書
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
し
て
取
り
交
わ
さ
れ
て
き
た
。
日
本
の
法
務
省
や
旧
厚
生
省

は
然
り
、
外
務
省
も
数
え
切
れ
な
い
文
書
を
独
自
に
作
成
あ
る
い
は
取
得
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
外
務
省
に
固
有
な
記
録
の
一
部
を
本
稿
は
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
と
呼
ぶ
。

戦
後
の
作
成
な
い
し
取
得
と
な
る
外
務
省
文
書
は
「
外
交
記
録
公
開
」
で
本
省

か
ら
外
交
史
料
館
へ
と
移
管
さ
れ
て
き
た
。
さ
れ
ば
フ
ァ
イ
ル
の
原
本
は
「
特
定

歴
史
公
文
書
等
」
と
し
て
永
久
に
保
存
さ
れ
る
。
た
だ
し
即
座
に
全
て
を
閲
覧
で

き
る
わ
け
で
も
な
い
。「
利
用
制
限
区
分
」
が
「
要
審
査
」
の
フ
ァ
イ
ル
原
本
な

ら
ば
「
利
用
請
求
」
を
通
じ
て
一
般
の
利
用
に
供
さ
れ
る）

�
（

。

そ
う
し
て
今
年
も
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
の
「
利
用
決
定
」
が
続
く
。
振
り
返
れ

ば
初
公
開
か
ら
二
〇
余
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
来
て
「
戦
犯
フ
ァ
イ

ル
」
の
公
開
は
節
目
を
迎
え
る
に
至
っ
た
。
該
当
フ
ァ
イ
ル
八
件
を
含
む
「
目
録

公
開
」
は
二
〇
二
二
年
七
月
二
九
日
に
実
施
さ
れ
て
い
る）

�
（

。
若
干
の
例
外
を
除
き

「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
は
移
管
し
尽
く
さ
れ
た
と
見
て
よ
い）

�
（

。

本
稿
の
目
的
は
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
の
公
開
動
向
を
振
り
返
る
こ
と
に
あ
る
。

把
握
す
べ
き
は
単
な
る
公
開
件
数
の
推
移
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
類
縁
機
関
の
所
蔵

状
況
を
参
照
し
つ
つ
、
公
開
動
向
の
比
較
も
試
み
る
。「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
の
史
料

的
価
値
及
び
、
マ
ス
キ
ン
グ
の
程
度
と
い
っ
た
具
体
的
な
特
色
に
つ
い
て
も
検
証

を
重
ね
た
い
。　
　

「
ど
の
よ
う
な
フ
ァ
イ
ル
が
、
い
つ
、
如
何
に
」
公
開
さ
れ
て
き
た
の
か
。「
戦

犯
フ
ァ
イ
ル
」
の
来
歴
を
追
う
こ
と
で
、
外
交
史
料
館
所
蔵
の
特
性
と
課
題
が
浮

か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
は
紛
う
こ
と
な
き
日
本

の
外
交
史
料
で
あ
る
。
な
お
本
稿
は
二
〇
二
二
年
一
一
月
時
点
で
「
国
立
公
文
書

館
等
」
の
一
利
用
者
と
し
て
知
り
得
た
情
報
に
基
づ
く）

�
（

。

一
「
外
交
記
録
公
開
」
と
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」

対
日
戦
犯
裁
判
の
歴
史
研
究
は
戦
後
数
十
年
を
経
て
本
格
化
し
た）

�
（

。
よ
う
や
く

一
九
八
〇
年
代
に
海
外
の
国
立
公
文
書
館
で
関
連
記
録
が
公
開
さ
れ
始
め
た
こ
と

に
よ
る
。
他
方
で
国
内
の
研
究
者
は
国
外
の
史
料
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た）

�
（

。

国
内
で
関
連
記
録
へ
の
ア
ク
セ
ス
制
限
が
永
ら
く
続
い
た
た
め
で
あ
る
。「
公
文

論
文

外
務
省
外
交
史
料
館
が
所
蔵
す
る
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
八
六
四
件
の
来
歴

金

田

敏

昌
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書
管
理
法
」
以
前
に
「
情
報
公
開
法
」
さ
え
存
在
し
な
か
っ
た
。

世
紀
転
換
期
を
経
て
遂
に
転
機
が
到
来
す
る
。
一
九
九
九
年
度
か
ら
二
〇
〇
〇

年
度
に
か
け
て
、
法
務
省
か
ら
国
立
公
文
書
館
へ
約
七
九
〇
〇
件
の
関
係
資
料
が

移
管
さ
れ
た）

�
（

。
先
立
つ
九
八
年
度
に
外
務
省
側
も
「
外
交
記
録
公
開
」
で
五
〇
〇

件
強
の
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
を
公
開
し
て
い
る
。
以
後
も
三
五
〇
件
弱
が
複
数
回

に
分
け
て
公
開
さ
れ
た
。

外
務
省
が
公
開
し
た
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
の
数
を
表
一
に
示
す
。
筆
者
は
総
数

を
八
六
四
件
と
措
定
し
た
。
各
デ
ー
タ
は
「
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
史
料
検
索

シ
ス
テ
ム）

�
（

」
に
依
拠
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
か
ら
六
へ
と
至
る
フ
ァ
イ
ル
の
種

別
に
限
っ
て
筆
者
自
身
が
設
定
し
た
。
種
別
化
の
手
法
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
説
明

す
る）

�
（

。
ま
ず
「
外
務
省
記
録
」
と
「
新
分
類
記
録
」
の
定
義
を
確
認
し
よ
う）

ø÷
（

。
両
者
が

「
戦
後
外
交
記
録
」
を
構
成
す
る
。
前
者
は
「
青
フ
ァ
イ
ル
」
と
も
称
さ
れ
て
き

た
。
一
九
七
〇
年
代
ま
で
運
用
さ
れ
た
編
纂
方
式
で
あ
る
。
大
臣
官
房
文
書
課
が

各
課
室
の
永
久
保
存
フ
ァ
イ
ル
を
体
系
化
し
て
綴
じ
直
し
た
。「
門
、類
、項
、目
」

の
階
層
を
持
つ
分
類
番
号
か
ら
大
ま
か
な
内
容
が
知
り
得
る

）
øø
（

。

や
が
て
省
内
の
文
書
は
業
務
拡
大
に
よ
り
増
え
続
け
た
。
そ
の
た
め
「
青
フ
ァ

イ
ル
」
方
式
は
取
り
止
め
ら
れ
る
。
以
降
の
移
管
対
象
フ
ァ
イ
ル
は
「
新
分
類
記

録
」
と
し
て
、
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
編
纂
を
経
る
こ
と
な
く
、
各
課
室
で
フ
ァ

イ
リ
ン
グ
さ
れ
た
状
態
の
ま
ま
、
外
交
史
料
館
へ
移
管
さ
れ
た
。「
外
務
省
記
録
」

と
「
新
分
類
記
録
」
と
の
相
異
は
分
類
番
号
に
あ
る
。

後
者
の
「
分
類
番
号
」
は
単
に
「（
移
管
の
西
暦
年
）
―
（
整
理
番
号
）」
を
表

す
。
確
か
に
検
索
画
面
上
で
「
門
、
類
、
項
、
目
」
と
い
っ
た
当
該
フ
ァ
イ
ル
の

階
層
分
類
を
知
る
こ
と
は
で
き
る
。
と
は
い
え
副
題
を
欠
い
た
雑
駁
な
フ
ァ
イ
ル

件
名
か
ら
内
容
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点
が
「
青
フ
ァ
イ
ル
」
と

大
き
く
違
う
。

1998 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 2020 2021 2022

Ҳ
D'.1.3.1.1

（外務省記録）
572 412 120 40

್
D'.1.3.2.1

（外務省記録）
6 6

ࢀ
D'.1.3.0.1

（外務省記録）
80 25 1 6 34 14

࢝
D'.1.3.0.2

（外務省記録）
60 35 16 3 5 1

五
D'.1.3.0.3

（外務省記録）
105 48 9 14 9 23 2

六
2020-1047～1071
2021-0064～0079
（新分類記録）

41 41

864૱計

分類番号
（枝番を除く）

分
類
計

֚ͤΖʰ録公開ʱࣰ͗͠ࢬΗͪ೧ౕ種
別

表一：「戦犯ファイル」八六四件の公開年度
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戦
犯
案
件
に
特
化
し
た「
青
フ
ァ
イ
ル
」群
は「
第
一
四
回
外
交
記
録
公
開
」（
以

下
、「
第
一
四
回
公
開
」）
で
初
登
場
す
る）

øù
（

。
往
時
の
『
外
交
史
料
館
報
』（
以
下
、

『
館
報
』）
に
概
要
が
記
さ
れ
て
い
た）

øú
（

。
同
公
開
は
「
平
成
九
年
度
外
交
記
録
公
開
」

と
も
呼
ば
れ
る
。
た
だ
し
、
実
施
は
一
九
九
八
年
六
月
一
五
日
で
あ
り
平
成
一
〇

年
度
中
で
あ
っ
た
。
表
の
記
載
は
実
施
時
点
に
従
う
。

「
第
一
四
回
公
開
」
の
「
一
般
案
件
」
は
「
東
京
裁
判
ほ
か
軍
事
裁
判
関
係
お

よ
び
文
化
交
流
一
般
等
を
含
む
文
化
関
係
」を
対
象
と
し
た
。「
一
般
案
件
」は「
主

要
案
件
」
に
比
し
て
「
審
査
作
業
の
一
部
を
簡
略
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り

平
易
に
記
録
の
公
開
を
推
進
で
き
る
よ
う
に）

øû
（

」
し
て
あ
る
。
一
二
八
件
の
「
主
要

案
件
」
に
対
し
て
「
一
般
案
件
」
は
九
〇
九
件
を
計
上
し
た
。

「
軍
事
裁
判
関
係
」
は
「
Ａ
級
戦
犯
に
対
す
る
東
京
裁
判
関
係
」
と
「
Ｂ
Ｃ
級

戦
犯
に
対
す
る
軍
事
裁
判
関
係
」
の
二
本
立
て
と
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
全
て

表
一
で
示
さ
れ
て
い
る
種
別
一
の
分
類
番
号
「%
`��������

」
に
属
し
た）

øü
（

。
後
者

は
種
別
三
か
ら
五
へ
と
至
り
、「%

`��������

」、「%
`��������

」、「%
`��������

」

の
三
系
統
に
分
か
れ
て
い
く
。
種
別
二
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

「b

Ｄ
門
」
は
戦
後
「
外
務
省
記
録
」
と
し
て
、「
司
法
・
警
察
」
の
階
層
を
表
す
。

さ
ら
に
「
１
類
」
の
「
司
法
」
か
ら
「
３
項
」
の
「
軍
事
裁
判
」
を
経
て
「
目
」

以
下
の
階
層
へ
案
件
が
枝
分
か
れ
す
る
。
こ
の
よ
う
に
「
青
フ
ァ
イ
ル
」
は
系
統

立
て
て
編
纂
さ
れ
た
。
引
き
続
き
、
前
掲
『
館
報
』
も
参
照
し
つ
つ
、
各
系
統
の

案
件
を
識
別
し
よ
う）

øý
（

。

種
別
一
の
公
開
は
「
第
一
四
回
公
開
」
と
二
〇
一
三
年
度
以
降
の
「
目
録
公
開
」

で
達
成
さ
れ
た）

øþ
（

。
と
は
い
え
極
東
国
際
軍
事
裁
判
の
法
廷
記
録
は
公
開
当
時「
一

般
に
知
ら
れ
て
」
お
り
、
種
別
一
に
史
料
と
し
て
の
新
規
性
を
見
込
む
こ
と
は
で

き
な
い
。
た
だ
し
裁
判
記
録
外
の
文
書
が
別
に
存
在
す
る
。
該
当
す
る
文
書
群
は

「
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
関
係
」
の
種
別
三
か
ら
五
に
亘
り
収
録
さ
れ
て
い
た
。

種
別
二
も
「
第
一
四
回
公
開
」
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
『
館
報
』
に
は
記

載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、「
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
国
際
軍
事
裁
判
関
係
一
件
」
と

題
す
る
フ
ァ
イ
ル
が
並
ぶ
。
案
件
が
対
日
裁
判
と
異
な
る
た
め
だ
ろ
う
か
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
然
る
べ
き
編
纂
を
経
て
「
極
東
国
際
軍
事
裁
判
関
係
一
件
」
と
並
ぶ

分
類
番
号
が
付
さ
れ
て
い
る）

øÿ
（

。
本
稿
は
同
系
統
を
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
に
加
え
た
。

種
別
三
は(

)
2
�4$
"
1

宛
往
信
を
始
め
裁
判
の
開
廷
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を

含
む
。
種
別
四
は
判
決
ほ
か
各
地
の
法
廷
記
録
を
編
綴
す
る
。
種
別
五
は
Ａ
級
及

び
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
の
釈
放
問
題
を
巡
る
記
録
で
占
め
ら
れ
た
。
ま
さ
し
く
釈
放
問
題

を
カ
バ
ー
し
た
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
に
外
交
史
料
と
し
て
の
固
有
性
が
表
れ
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
第
三
節
で
詳
説
し
た
い
。

種
別
六
に
目
を
転
じ
よ
う
。「
外
務
省
記
録
」
と
異
な
り
「
新
分
類
記
録
」
を

案
件
毎
に
グ
ル
ー
プ
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
確
か
に
四
一
件
が
目
録
上
で
連
番

を
有
し
て
並
ぶ
。
た
だ
し
内
容
面
の
連
続
性
は
見
え
て
こ
な
い）

øĀ
（

。
と
い
う
の
も
、

件
名
の
半
数
近
く
が
「
戦
後
処
理
／
軍
事
裁
判
・
戦
争
犯
罪
人
関
係
」
程
度
に
過

ぎ
ず
、
具
体
的
な
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
欠
い
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
各
フ
ァ
イ
ル
の
「
目
録
詳
細
」
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
連
続
性
が

認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
「
史
料
概
要
」
に
顕
著
で
あ
る
。
殆
ど
に
「
釈
放
」
や
「
仮

出
所
」
の
語
が
含
ま
れ
て
い
た
。
例
え
ば
「
オ
ラ
ン
ダ
、
豪
州
、
米
国
及
び
英
国

関
係
戦
犯
者
の
仮
出
所
、
終
戦
十
周
年
に
際
し
て
の
巣
鴨
在
所
者
全
員
釈
放
の
勧
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告
に
関
す
る
文
書
を
含
む

）
ù÷
（

」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

「
作
成
課
室
／
旧
蔵
者
」
は
一
二
件
の
ア
メ
リ
カ
局
北
米
課
を
除
く
と
同
局
戦

犯
室
で
あ
っ
た
。
最
も
古
い「
開
始
時
期
」は
一
九
四
六
年
五
月
六
日
、最
新
の「
終

了
時
期
」
は
一
九
五
九
年
二
月
二
日
と
な
っ
て
い
る）

ùø
（

。
一
九
五
八
年
に
実
施
さ
れ

た
最
後
の
釈
放
は
一
八
名
の
米
国
関
係
受
刑
者
を
対
象
と
し
た
。
フ
ァ
イ
ル
の
作

成
主
体
や
対
象
期
間
も
連
続
性
を
裏
付
け
て
い
る
。

こ
う
し
て
筆
者
は
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
を
六
つ
の
種
別
に
整
理
し
た
。
た
だ
し
、

件
名
に
「
軍
事
裁
判
」、「
戦
犯
」、「
戦
争
犯
罪
人
」
の
語
を
持
つ
フ
ァ
イ
ル
は

八
六
四
件
以
外
に
も
存
在
す
る）

ùù
（

。
管
見
の
限
り
十
数
件
が
確
認
さ
れ
た
。
本
稿
は

一
旦
こ
れ
ら
を
「
準
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
と
し
て
表
に
計
上
し
な
い）

ùú
（

。
い
ず
れ
に
せ

よ
本
論
自
体
は
八
六
四
件
内
で
成
立
す
る
。

二

国
立
公
文
書
館
と
「
＊
戦
犯
関
係
」

続
け
て
、
外
交
史
料
館
所
蔵
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
の
特
色
に
一
段
と
迫
る
べ
く

国
立
公
文
書
館
の
所
蔵
状
況
を
参
照
し
つ
つ
、
公
開
動
向
の
比
較
を
試
み
た
い
。

同
館
は
法
務
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
関
連
簿
冊
お
よ
そ
七
九
〇
〇
件
を
保
有
す
る）

ùû
（

。

移
管
元
が
異
な
れ
ば
史
料
の
性
質
も
違
う
。
加
え
て
公
開
の
経
緯
に
は
特
殊
な
事

情
も
横
た
わ
る
。
比
較
を
通
し
て
各
館
の
特
性
が
際
立
つ
だ
ろ
う
。

ま
ず
戦
犯
マ
タ
ー
を
巡
る
日
本
政
府
内
の
業
務
分
担
に
触
れ
て
お
く）

ùü
（

。
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
一
一
条
に
よ
り
日
本
政
府
は
一
定
の
権
能
を
与
え
ら
れ

た
。
同
条
文
の
ポ
イ
ン
ト
は
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
第
一
に
刑
の
執
行
は
日
本
へ

「
完
全
移
管
」
さ
れ
た
。
第
二
に
赦
免
、
減
刑
、
仮
出
所
は
日
本
の
「
勧
告
」
を

要
す
る
。
釈
放
の
権
限
自
体
は
裁
判
主
催
国
に
残
さ
れ
た）

ùý
（

。

並
行
し
て
法
律
や
省
令
の
整
備
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
む
。
国
会
審
議
を
経
て
昭
和

二
七
年
法
律
第
一
〇
三
号
「
平
和
条
約
第
一
一
条
に
よ
る
刑
の
執
行
及
び
赦
免
等

に
関
す
る
法
律
」
が
条
約
の
施
行
と
同
時
に
発
効
す
る
。
さ
ら
に
「
平
和
条
約
第

一
一
条
に
定
め
る
赦
免
、
刑
の
軽
減
及
び
仮
出
所
の
勧
告
及
び
決
定
に
関
す
る
連

絡
の
手
続
に
関
す
る
政
令
」
を
始
め
諸
細
目
が
制
定
さ
れ
た）

ùþ
（

。

刑
の
執
行
は
法
務
省
矯
正
局
の
所
管
と
な
る
。
同
省
保
護
局
は
勧
告
事
務
を

司
っ
た
。
勧
告
に
向
け
た
具
体
的
な
審
査
を
法
務
省
の
審
議
会
で
あ
る
中
央
更
生

保
護
審
査
会
が
担
う

）
ùÿ
（

。
勧
告
の
決
定
書
は
法
務
省
か
ら
外
務
省
へ
送
付
さ
れ
た
。

外
務
省
は
法
務
省
か
ら
取
得
し
た
書
類
一
式
に
口
上
書
を
添
え
て
、
関
係
国
の
駐

日
大
使
館
へ
通
告
す
る
。
勧
告
に
外
務
省
は
主
導
権
を
持
た
な
い
。

業
務
分
担
は
史
料
の
残
り
方
に
反
映
さ
れ
る
。「
国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

カ
イ
ブ
」の「
資
料
群
階
層

）
ùĀ
（

」で
戦
犯
関
係
に
関
す
る
情
報
を
探
っ
て
み
よ
う
。「
行

政
文
書
」
か
ら
「
法
務
省
」
へ
降
る
と
様
々
な
資
料
群
が
並
ぶ
。
同
階
層
に
「
＊

戦
犯
関
係
」
も
姿
を
現
す
。
簿
冊
と
し
て
約
七
九
〇
〇
件
を
擁
す
る
「
＊
戦
犯
関

係
」
に
三
つ
の
下
位
資
料
群
が
紐
付
く
。
そ
れ
ぞ
れ
解
題
し
よ
う
。

一
つ
目
が
「
巣
鴨
刑
務
所
関
係
資
料
」
で
あ
る
。「
簿
冊
件
数
」
は
一
七
一
二

を
数
え
た
。
各
簿
冊
の
「
請
求
番
号
」
は
「平

��法
務
��������

」
か
ら
「ฏ

��法
務
��������

」
に
及
ぶ
。「����

」
か
ら
「����

」
へ
と
続
く
連
番
が

一
七
一
二
件
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。「平

��法
務

」
は
一
九
九
九
（
平
成
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一
一
）
年
度
に
法
務
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
こ
と
を
表
す
。

「
作
成
・
取
得
部
局
」
と
し
て
法
務
省
矯
正
局
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
。

部
局
の
「
組
織
歴
」
も
添
え
ら
れ
て
い
た）

ú÷
（

。
こ
れ
に
よ
り
改
組
や
名
称
変
更
の
履

歴
が
分
か
る
。「
移
管
元
機
関
等
」
に
も
移
管
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、

本
稿
で
は
「
作
成
・
取
得
部
局
」
や
「
移
管
元
機
関
」
に
つ
き
「
原
課
」
の
呼
称

も
用
い
て
い
る
。

同
資
料
群
の
「
内
容
」
は
前
述
し
た
業
務
分
担
と
重
な
り
合
う
。
一
例
と
し
て

転
載
す
れ
ば
「
①
巣
鴨
プ
リ
ズ
ン
・
巣
鴨
刑
務
所
在
所
者
身
分
帳
（
Ｎ
ｏ
．
一
～

Ｎ
ｏ
．
一
四
七
一
）」、「
②
巣
鴨
刑
務
所
状
況
日
報
、
在
所
者
名
簿
、
パ
ロ
ー
ル

関
係
綴
等
」、「
③
巣
鴨
慰
問
ア
ル
バ
ム
、
写
真
・
レ
コ
ー
ド
・
録
音
テ
ー
プ
」
で

あ
る
。
や
は
り
刑
の
執
行
に
関
係
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
富
む
。

注
目
す
べ
き
は
利
用
状
況
で
あ
る
。「
利
用
制
限
区
分
」
と
し
て
「
公
開
」
な

い
し
「
部
分
公
開
」
済
み
の
簿
冊
は
二
〇
三
件
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
直
ぐ
に
も

閲
覧
可
能
な
フ
ァ
イ
ル
は
僅
か
と
な
る
。
そ
れ
以
外
は
一
件
の
「
要
審
査
」
と

一
五
〇
八
件
に
及
ぶ「
非
公
開
」の
簿
冊
だ
っ
た
。
後
者
は
全
一
四
六
六
件
の「
巣

鴨
刑
務
所
在
所
者
身
分
帳
」
を
含
む

）
úø
（

。

二
つ
目
の
「
戦
争
犯
罪
人
赦
免
関
係
資
料
」
に
移
ろ
う
。
二
〇
〇
〇
年
度
に
法

務
省
保
護
局
は
「平
��法

務
��������

」
か
ら
「平

��法
務
��������

」
の

一
八
〇
件
を
移
管
し
た）

úù
（

。「
内
容
」
の
「
①
戦
犯
赦
免
・
減
刑
・
仮
出
所
処
分
決

定
書
綴
、
仮
出
所
者
原
簿
」、「
②
戦
犯
個
人
別
記
録
（
米
・
英
・
仏
・
蘭
・
豪
・

Ａ
級
）、
記
録
簿
」
が
釈
放
事
務
を
想
起
さ
せ
る
。

「
資
料
群
詳
細
」
中
「
年
月
日
」
の
項
目
に
着
目
し
よ
う
。
そ
こ
か
ら
収
録
文

書
を
作
成
な
い
し
取
得
し
た
時
期
の
始
点
と
終
点
が
分
か
る
。
同
資
料
群
の
場
合

は
一
九
五
二
年
か
ら
五
八
年
で
あ
り
、
平
和
条
約
発
効
後
の
釈
放
マ
タ
ー
が
展
開

さ
れ
る
時
期
と
軌
を
一
に
し
た
。
こ
う
し
た
資
料
の
周
辺
情
報
も
中
身
を
判
断
す

る
材
料
と
し
て
役
に
立
つ
。

残
念
な
が
ら
利
用
状
況
は
「
巣
鴨
刑
務
所
関
係
資
料
」
と
同
様
の
ス
テ
ー
タ
ス

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
一
八
〇
件
中
の
「
部
分
公
開
」
は
五
件
に
過
ぎ
な
い
。
残

る
は
全
て「
非
公
開
」で
あ
る
。
肝
心
の
中
身
が
掴
め
な
い
。
例
え
ば「
①
」の「
処

分
決
定
書
」
は
関
係
国
サ
イ
ド
か
ら
受
領
し
た
文
書
と
も
読
み
取
れ
る
。
本
邦
サ

イ
ド
の
「
勧
告
決
定
書
」
も
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
非
公
開
」
の
大
部
分
は
一
六
一
件
に
上
る
「
戦
犯
個
人
別
記
録
」
で
占
め
ら

れ
て
い
た）

úú
（

。
数
百
名
分
の
個
人
情
報
を
含
む
記
録
と
考
え
ら
れ
る
。
釈
放
の
個
別

具
体
的
な
実
態
を
伝
え
る
一
次
史
料
は
質
量
と
も
に
限
ら
れ
て
き
た
。「
巣
鴨
刑

務
所
関
係
資
料
」
と
「
戦
争
犯
罪
人
赦
免
関
係
資
料
」
を
併
せ
た
約
一
九
〇
〇
件

中
の
「
非
公
開
」
約
一
七
〇
〇
件
も
然
り
で
あ
る
。

三
つ
目
の
資
料
群
に
目
を
転
じ
よ
う
。
残
す
は
一
九
九
九
年
度
移
管
の
「
戦
犯

裁
判
関
係
資
料
」
で
あ
る
。
移
管
元
の
法
務
省
司
法
法
制
調
査
部
は
平
和
条
約

一
一
条
に
起
因
す
る
業
務
分
担
と
接
点
を
持
た
な
い）

úû
（

。
む
し
ろ
事
後
的
な
資
料
の

蒐
集
に
お
い
て
本
分
が
尽
く
さ
れ
た）

úü
（

。
一
九
五
〇
年
代
に
着
手
さ
れ
た
同
事
業
は

七
〇
年
代
ま
で
継
続
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
復
員
庁
で
同
様
の
業
務
に
従
事
し
た
人
物
と
し
て
、
豊
田
隈
雄
や
井
上

忠
男
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
彼
ら
は
法
務
省
に
鞍
替
え
し
た
。
一
九
五
六
年
に
「
戦

争
裁
判
関
係
資
料
蒐
集
大
綱
」
が
省
議
決
定
さ
れ
る）

úý
（

。「
予
算
の
許
す
限
り
漏
れ
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な
く
」
掻
き
集
め
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
内
容
物
は
多
岐
に
亘
る
。

媒
体
は
「
録
音
テ
ー
プ
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
」
に
も
及
ぶ
。

「
戦
犯
裁
判
関
係
資
料
」
の
収
録
物
を
二
分
し
て
み
た
。
ま
ず
Ａ
級
関
連
の
同

時
代
的
な
記
録
と
な
る
。「
①
Ａ
級
裁
判
記
録
・
Ａ
級
裁
判
速
記
録
」、「
②
Ａ
級

の
記
録
関
係
、
日
誌
、
新
聞
切
り
抜
き
資
料
等
、
極
東
国
際
軍
事
裁
判
資
料
目
録
、

豊
田
・
田
村
裁
判
記
録
」、「
③
Ａ
級
弁
護
関
係
資
料
、Ａ
級
弁
護
研
究
資
料
、ニ
ュ
ー

ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
（
独
・
ナ
チ
ス
）
関
係
」
で
あ
っ
た
。

そ
れ
以
外
の
収
録
対
象
は
実
に
幅
広
い
。
筆
者
自
身
も
閲
覧
を
重
ね
た
。「
④

Ｂ
Ｃ
級
マ
ニ
ラ
裁
判
記
録
、
調
査
表
、
Ｂ
Ｃ
級
事
件
フ
ァ
イ
ル
」、「
⑤
厚
生
省
移

管
資
料
（
Ａ
級
裁
判
、
Ｂ
Ｃ
級
裁
判
、
復
員
援
護
関
係
等
資
料
）」、「
⑥
司
法
法

制
調
査
部
研
究
・
調
査
資
料
、
各
裁
判
国
別
参
考
資
料
、
戦
争
受
刑
者
世
話
会
関

係
資
料

）
úþ
（

」
と
な
っ
て
い
る
。

資
料
件
数
は
六
〇
〇
三
件
を
数
え
た
。
請
求
番
号
は
「平

��
法
務

��������

」
か
ら
「平

��法
務
��������

」
ま
で
続
く

）
úÿ
（

。「
公
開
」
な
い
し
「
部

分
公
開
」
は
四
四
三
七
件
を
数
え
た
。
そ
れ
以
外
は
「
要
審
査
」
と
し
て
今
の
と

こ
ろ
閲
覧
不
可
能
で
あ
る
。「
非
公
開
」
は
存
在
し
な
い
。
僅
か
な
ら
ぬ
利
用
の

跡
が
窺
え
る
。
現
実
に
同
資
料
群
の
存
在
は
広
く
周
知
さ
れ
て
き
た
。

例
と
し
て
国
立
公
文
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
「
よ
く
あ
る
ご
質
問

）
úĀ
（

」
を
紹
介
し

よ
う
。「
法
務
省
か
ら
移
管
さ
れ
た
戦
争
裁
判
関
係
資
料
を
探
す
に
は
ど
う
し
た

ら
よ
い
で
す
か
？
」
の
コ
ー
ナ
ー
は
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
「
六
〇
〇
三
件
」
を
紹
介

す
る
。「
約
一
九
〇
〇
件
」
を
数
え
た
「
巣
鴨
刑
務
所
関
係
資
料
」
及
び
「
戦
争

犯
罪
赦
免
関
係
資
料
」
の
存
在
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

「
戦
犯
裁
判
関
係
資
料
」
の
傍
ら
で
刑
の
執
行
と
釈
放
に
関
す
る
記
録
は
大

よ
そ
眠
り
続
け
て
き
た
。
既
に
当
事
者
の
殆
ど
が
他
界
し
て
も
い
る
。
生
の
声

に
耳
を
傾
け
ら
れ
る
貴
重
な
史
料
か
も
し
れ
な
い
。
果
た
し
て
ア
ク
セ
ス
は
叶

う
の
か
。
し
か
し
な
が
ら
早
期
の
公
開
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
順
を
追
っ

て
説
明
し
よ
う
。

国
立
公
文
書
館
へ
移
管
さ
れ
た
「
特
定
歴
史
公
文
書
等
」
な
ら
ば
「
要
審
査
」

と
「
非
公
開
」
の
別
な
く
「
利
用
請
求
」
自
体
は
可
能
で
あ
る）

û÷
（

。「
特
定
歴
史
公

文
書
等
」は「
国
立
公
文
書
館
等
」へ
移
管
さ
れ
た「
歴
史
公
文
書
等
」を
指
す
。「
歴

史
公
文
書
等
」
は
「
歴
史
資
料
と
し
て
重
要
な
公
文
書
そ
の
他
の
文
書
」
に
値
す

る
。「
国
立
公
文
書
館
等
」
は
外
交
史
料
館
も
含
む
。

「
利
用
請
求
」を
受
理
し
た「
国
立
公
文
書
館
等
」は
審
査
に
取
り
掛
か
る
。「
利

用
制
限
情
報
」
に
該
当
し
な
け
れ
ば
「
特
定
歴
史
公
文
書
等
」
は
利
用
に
供
さ
れ

て
き
た）

ûø
（

。
た
だ
し
文
書
の
内
容
に
よ
り
審
査
は
時
間
を
要
す
る
。
す
る
と
利
用
決

定
に
至
る
ま
で
の
期
間
が
延
長
さ
れ
て
い
く
。「
利
用
請
求
」
を
大
量
に
抱
え
る

と
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
。

ま
さ
し
く
「
巣
鴨
刑
務
所
関
係
資
料
」
及
び
「
戦
争
犯
罪
赦
免
関
係
資
料
」
の

非
公
開
簿
冊
こ
そ
が
審
査
に
時
間
を
要
す
る
と
さ
れ
て
い
た）

ûù
（

。
何
故
だ
ろ
う
か
。

日
暮
吉
延
は「「
身
分
帳
」と「
個
人
記
録
」等
の
個
人
情
報

）
ûú
（

」の
た
め
と
推
定
し
た
。

す
な
わ
ち
機
微
な
「
利
用
制
限
情
報
」
に
富
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
も
同

じ
見
地
に
立
つ
。

よ
っ
て
「
時
の
経
過
」
に
望
み
が
託
さ
れ
る
。「
利
用
制
限
情
報
」
の
不
開
示

は
永
遠
に
続
く
わ
け
で
も
な
い
。
文
書
の
作
成
な
い
し
取
得
か
ら
五
〇
年
、
八
〇
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年
、
一
一
〇
年
を
節
目
と
し
て
、
機
微
な
個
人
情
報
は
漸
進
的
に
公
開
さ
れ
て
き

た
。
そ
れ
は
国
立
公
文
書
館
と
外
交
史
料
館
に
共
通
し
た
措
置
で
あ
る
。
根
拠
と

な
る
法
令
規
則
を
見
て
お
こ
う
。

国
立
公
文
書
館
は
「
公
文
書
管
理
法
」
の
施
行
よ
り
「
独
立
行
政
法
人
国
立
公

文
書
館
に
お
け
る
公
文
書
管
理
法
に
基
づ
く
利
用
請
求
に
対
す
る
処
分
に
係
る
審

査
基
準

）
ûû
（

」
を
運
用
し
て
き
た
。
外
交
史
料
館
も
「
国
立
公
文
書
館
等
の
基
準
も
踏

ま
え
」
て
「
外
務
省
外
交
史
料
館
に
お
け
る
公
文
書
管
理
法
に
基
づ
く
利
用
請
求

に
対
す
る
処
分
に
係
る
審
査
基
準
」
を
公
表
し
て
い
る）

ûü
（

。

と
も
に
別
添
「
三
〇
年
を
経
過
し
た
特
定
歴
史
公
文
書
等
に
記
録
さ
れ
て
い
る

個
人
情
報
に
つ
い
て
」
を
伴
う
。
表
二
に
抜
粋
す
る
。
一
九
五
〇
年
代
か
ら
七
〇

年
が
経
つ
。
五
〇
年
は
過
ぎ
た
。「
一
一
〇
年
」
の
「
イ

刑
法
等
の
犯
罪
歴
」

に
戦
犯
は
該
当
し
な
い
。「
非
公
開
」
と
さ
れ
た
資
料
群
は
「
八
〇
年
」
以
上
に

設
定
さ
れ
た
「
重
要
な
個
人
情
報
」
を
含
む
と
予
想
さ
れ
る
。

国
立
公
文
書
館
の「
＊
戦
犯
関
係
」は
公
開
し
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
。確
か
に「
蒐

集
」
文
書
や
「
研
究
・
調
査
資
料
」
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
実
現
し
た
。
し
か
し
、
法

務
省
矯
正
局
及
び
保
護
局
内
の
日
常
業
務
を
通
し
て
集
積
さ
れ
た
文
書
は
、
二
〇

余
年
前
に
移
管
済
み
な
が
ら
も
殆
ど
利
用
の
段
階
へ
至
ら
ず
仕
舞
と
な
っ
て
い

る
。「
約
一
七
〇
〇
件
」
が
公
開
さ
れ
る
日
を
待
ち
た
い
。

三
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
の
特
色

ɻָྼͺ৮ྼ

ϫɻࢊࡔͺॶಚ

ύɻࡀ༽ɼમߡͺ໖

ωɻۊ務ఈͺෲ務

ϙɻਕࣆ記録

ɻࠅɼਕ種ͺଔ

ϫɻՊଔɼଔͺ࠙ҿ

ύɻ৶ھ

ωɻࢧ
ϙɻఽઝ࣮බɼ
ɻɻਐର্֒ͨଠ݊߃য়ସ
ɻܒ๑൞ྼࡓ
ɻɻ（ۜҐԾܒ）
ɻܒ๑൞ྼࡓ
ɻɻ（ے᭝Ґܒ）
ϫɻ॑ಠ͵Ҫఽ࣮බɼ
ɻɻਈ্֒ͨଠ݊߃য়ସ

֚ͤΖՆ͍Ζ
ๅ類ܗྭ（ߡࢂ）

ಝఈྼ࢛公ชॽͶ記録͠Ηͱ͏Ζๅ

ਕๅͲ͍ͮͱɼҲఈ期ؔͺɼݺ
֚ๅを公ͶͤΖ͞ͳͶΓΕɼ
֚ݺਕݘཤཤӻを
֒ͤΖ͕ͨΗ͍͗ΖͳΌΔΗΖ

50೧

॑要͵ݺਕๅͲ͍ͮͱɼҲఈ期ؔͺɼ
֚ๅを公ͶͤΖ͞ͳͶΓΕɼ
֚ݺਕݘཤཤӻを
֒ͤΖ͕ͨΗ͍͗ΖͳΌΔΗΖ

80೧

॑要͵ݺਕๅͲ͍ͮͱɼҲఈ期ؔͺɼ
֚ๅを公ͶͤΖ͞ͳͶΓΕɼ
֚ݺਕͺͨҪଔݘཤཤӻを
֒ͤΖ͕ͨΗ͍͗ΖͳΌΔΗΖ

110೧
を͓Ζ
న͵೧

Ҳఈ期ؔ
（҈）

表二：抜粋「三〇年を経過した特定歴史公文書等に記録されている個人情報について」
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外
交
史
料
館
所
蔵
の
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
に
戻
ろ
う
。
も
と
よ
り
旧
厚
生
省
や

法
務
省
の
事
務
系
統
と
は
異
な
る
文
書
蓄
積
の
経
路
が
外
務
省
に
存
在
し
た）

ûý
（

。
外

務
省
は
戦
後
直
後
よ
り
戦
犯
の
弁
護
対
策
や
渉
外
事
務
に
従
事
し
て
き
た
か
ら
で

あ
る
。
弁
護
対
策
は
表
一
種
別
一
の
五
七
二
冊
に
関
係
し
て
い
た）

ûþ
（

。
渉
外
事
務
の

一
部
は
種
別
三
と
四
の
計
一
四
〇
冊
に
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
さ
れ
る）

ûÿ
（

。

平
和
条
約
を
経
て
外
務
省
に
新
た
な
責
務
が
課
さ
れ
た
。
役
目
は
法
務
省
の
勧

告
を
関
係
国
へ
送
付
す
る
だ
け
で
な
い
。
外
交
に
よ
る
釈
放
の
促
進
が
目
指
さ
れ

た
。
そ
れ
に
呼
応
し
て
一
九
五
三
年
六
月
よ
り
大
臣
官
房
戦
犯
室
が
関
係
部
局
、

関
係
省
庁
、
民
間
関
係
団
体
と
も
連
絡
を
取
り
合
う
。
同
室
は
一
九
五
七
年
九
月

に
ア
メ
リ
カ
局
へ
移
管
さ
れ
て
か
ら
も
当
事
案
を
継
続
し
た）

ûĀ
（

。

果
た
し
て
史
料
の
残
り
方
は
業
務
分
担
と
重
な
り
合
う
。
釈
放
推
進
を
巡
る
実

態
が
記
録
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
く
。
時
に
受
刑
者
の
生
々
し
い
リ
ア
ル
な
日
常
も

書
き
留
め
ら
れ
た
。
ま
さ
し
く
表
一
の
種
別
五
と
六
の
フ
ァ
イ
ル
群
が
そ
れ
に
相

当
す
る
。
外
交
史
料
館
は
、
こ
う
し
た
日
本
政
府
固
有
の
記
録
を
漸
進
的
に
公
開

し
て
き
た
。

加
え
て
「
我
が
国
外
交
の
経
緯
を
明
ら
か
に
し
、
あ
わ
せ
て
外
交
交
渉
の
先
例

と
も
な
り
う
る
基
本
的
史
料
」
た
る
『
日
本
外
交
文
書
』
は
、二
〇
二
二
年
の
「
昭

和
期
Ⅳ

日
米
関
係
」
で
「
戦
犯
釈
放
問
題

）
ü÷
（

」
に
つ
い
て
三
八
点
の
文
書
を
採
録

す
る
。「
官
民
相
呼
応

）
üø
（

」
し
て
釈
放
熱
が
高
ま
る
中
で
外
務
省
も
大
き
な
プ
レ
ゼ

ン
ス
を
示
す
。
一
例
を
紹
介
し
よ
う
。

一
九
五
二
年
七
月
二
二
日
付
け
で
岡
崎
外
務
大
臣
よ
り
在
米
国
の
新
木
大
使
へ

訓
令
が
通
達
さ
れ
た）

üù
（

。
狙
い
は
平
和
条
約
発
効
か
ら
遅
々
と
し
て
進
ま
ぬ
米
国
関

係
戦
犯
の
釈
放
を
推
進
す
る
所
に
あ
る
。
戦
犯
の
間
で
「
日
本
が
自
主
的
に
本
件

の
処
理
に
当
る
こ
と
と
な
つ
て
以
来
、
未
だ
一
人
の
仮
出
所
も
見
な
い
点
に
つ
い

て
、
著
し
く
不
満
が
昂
じ
」
て
い
た
。

尚
且
つ
「
昨
今
は
一
の
政
治
問
題
」
と
し
て
「
殊
に
外
務
省
の
態
度
を
怠
慢
乃

至
冷
淡
な
り
と
し
て
強
い
反
感
が
示
さ
れ
」
た
た
め
、
大
臣
自
ら
巣
鴨
刑
務
所
へ

赴
き
戦
犯
代
表
者
に
「
事
情
説
明
旁
々
説
得
に
努
め
」
て
い
る
。
戦
犯
も
外
務
省

を
問
題
解
決
の
枢
要
な
担
い
手
と
し
て
認
識
し
て
い
た
。
彼
ら
の
期
待
に
応
え
る

べ
く
同
省
は
関
係
国
と
折
衝
を
重
ね
て
い
く
。

そ
の
結
果
と
し
て
種
別
五
と
六
の
フ
ァ
イ
ル
群
が
蓄
積
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
種

別
五
は
一
〇
五
件
の
「
外
務
省
記
録
」
す
な
わ
ち
「
青
フ
ァ
イ
ル
」
で
占
め
ら
れ

た
。
う
ち
四
八
件
は
一
九
九
八
年
度
の
「
第
一
四
回
公
開
」
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。

残
る
五
七
件
の
「
目
録
公
開
」
は
二
〇
一
八
年
以
降
に
順
次
実
施
さ
れ
た
。
こ
こ

数
年
で
種
別
五
の
半
数
以
上
が
公
開
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
一
件
の
「
新
分
類
記
録
」
か
ら
な
る
種
別
六
も
公
開
さ
れ
て
日
が
浅
い
。
該

当
す
る
全
フ
ァ
イ
ル
の
「
目
録
公
開
」
は
二
〇
二
〇
年
度
中
に
実
施
さ
れ
た
。
近

年
に
か
け
て
公
開
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
は
表
一
で
塗
り
つ
ぶ
し
た
範
囲
に
相
当
す

る
。
そ
の
数
は
種
別
五
と
六
を
合
わ
せ
て
九
八
件
に
上
っ
た
。
史
料
と
し
て
の
価

値
も
高
い
。

一
九
九
八
年
度
に
公
開
さ
れ
た
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
だ
け
で
も
広
く
社
会
の
反

響
を
呼
ん
だ
。旺
盛
な
メ
デ
ィ
ア
報
道
に
続
け
て
学
術
的
な
研
究
も
上
梓
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
釈
放
マ
タ
ー
四
八
件
の
フ
ァ
イ
ル
を
利
用
し
た
研
究
と
し
て
日
暮
の
ほ

か
内
海
愛
子
の
名
を
挙
げ
て
お
く）

üú
（

。
こ
れ
ら
の
有
意
義
な
研
究
成
果
を
新
し
く
公
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開
さ
れ
た
九
八
件
が
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

筆
者
自
身
も
新
し
く
公
開
さ
れ
た
種
別
五
と
六
の
フ
ァ
イ
ル
群
に
目
を
通
し
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
閲
覧
で
き
た
フ
ァ
イ
ル
の
数
は
依
然
と
し
て
限
ら
れ
て
い
る

も
の
の
、
そ
れ
で
も
新
旧
公
開
フ
ァ
イ
ル
の
収
録
文
書
に
一
部
重
複
が
生
じ
て
い

る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
主
な
重
複
文
書
と
し
て
活
字
化
さ
れ
た
報
告
書
や
写
本
が

多
い
。
重
複
し
た
要
因
は
「
編
纂
方
式
」
の
違
い
に
あ
る
。

種
別
五
は
「
外
務
省
記
録
」
で
あ
り
、種
別
六
は
「
新
分
類
記
録
」
で
あ
っ
た
。

後
者
は
、
前
者
の
よ
う
な
体
系
的
な
編
纂
を
経
な
い
ま
ま
、
外
交
史
料
館
へ
移
管

さ
れ
て
く
る
。
種
別
五
と
六
も
共
に
フ
ァ
イ
ル
を
紐
解
け
ば
、
純
粋
な
意
味
で
の

「
原
課
」
は
戦
犯
室
と
見
て
取
れ
た）

üû
（

。
フ
ァ
イ
ル
期
間
も
概
ね
共
通
し
て
い
る
。

当
然
に
し
て
収
録
文
書
の
重
複
は
起
き
得
た
。

と
は
い
え
重
複
を
伴
い
な
が
ら
も
種
別
六
は
貴
重
な
記
録
に
富
む
。
正
本
と
認

め
ら
れ
た
文
書
も
多
数
に
亘
る

）
üü
（

。
副
本
で
さ
え
豊
か
な
書
き
込
み
が
至
る
所
に
見

受
け
ら
れ
た
。「
釈
放
推
進
」
を
目
指
し
た
外
務
省
内
に
お
け
る
意
思
決
定
の
プ

ロ
セ
ス
が
窺
い
知
れ
る
。
今
後
、
新
旧
公
開
フ
ァ
イ
ル
を
総
合
的
に
活
用
し
た
研

究
成
果
が
待
望
さ
れ
る
。

史
料
と
し
て
の
目
新
し
さ
は
種
別
六
に
限
ら
れ
な
い
。
種
別
五
中
の「
五
七
件
」

に
も
注
目
に
値
す
る
文
書
群
が
潜
む
。
中
で
も
「
講
和
条
約
発
効
後
に
お
け
る
本

邦
人
戦
犯
取
扱
関
係
雑
件

仮
出
所
者
関
係
（
勧
告
書
）

）
üý
（

」
が
四
九
件
に
及
ぶ
分

厚
い
束
を
成
す
。
筆
者
自
身
は
全
四
九
巻
中
第
二
八
巻
へ
と
至
る
米
国
関
係
文
書

か
ら
釈
放
の
一
実
態
を
明
ら
か
に
し
た）

üþ
（

。

当
該
史
料
の
特
長
は
数
知
れ
な
い
個
人
情
報
を
含
む
点
に
あ
る
。
そ
れ
も
表
二

の
「
重
要
な
個
人
情
報
」
に
事
欠
か
な
い
。
随
所
か
ら
受
刑
者
及
び
家
族
の
個
性

的
な
述
懐
が
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
。
敢
え
て
出
所
を
拒
む
奇
特
な
戦
犯
の
声
も

刻
ま
れ
て
い
た
。
吉
田
裕
は
同
フ
ァ
イ
ル
群
こ
そ
「
本
格
的
」
な
「
戦
争
の
総
括
」

に
耐
え
う
る
史
料
と
評
価
す
る）

üÿ
（

。

同
フ
ァ
イ
ル
群
は
今
一
つ
の
特
長
を
有
し
て
い
た
。
件
名
の
「
勧
告
書
」
に
注

目
し
よ
う
。
純
粋
な
意
味
で
の
「
原
課
」
は
外
務
省
内
に
存
在
し
な
か
っ
た
。
実

質
的
な
文
書
は
法
務
省
側
で
作
成
さ
れ
、
外
務
省
は
「
勧
告
書
」
に
添
え
る
口
上

書
を
作
成
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
内
実
は
取
得
文
書
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
外
交
交

渉
の
過
程
で
参
照
さ
れ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。

文
書
の
作
成
者
は
主
と
し
て
中
央
更
生
保
護
審
査
会
委
員
長
で
あ
っ
た
。
同
審

査
会
が
赦
免
、
減
刑
、
仮
出
所
の
勧
告
を
決
定
す
る
。
つ
ま
り
本
来
的
な
「
原
課
」

は
法
務
省
保
護
局
で
あ
っ
た
。「
勧
告
決
定
書
」は
種
々
の「
審
査
資
料
」も
伴
う
。

「
行
状
成
績
報
告
書
」
や
「
刑
務
所
の
長
の
意
見
書
」
が
含
ま
れ
て
い
た
。
両
文

書
は
同
省
矯
正
局
の
手
に
よ
る
。

既
述
の
通
り
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
＊
戦
犯
関
係
」
中
「
巣
鴨
刑
務
所
関
係

資
料
」
及
び
「
戦
争
犯
罪
人
赦
免
関
係
資
料
」
の
大
部
分
が
「
非
公
開
」
と
さ
れ

て
き
た
。こ
れ
ら
史
料
は
ま
さ
に
法
務
省
矯
正
局
と
保
護
局
の
主
管
文
書
で
あ
る
。

外
交
史
料
館
か
ら
公
開
さ
れ
た
「
勧
告
書
」
シ
リ
ー
ズ
が
少
な
か
ら
ず
「
＊
戦
犯

関
係
」
の
非
公
開
簿
冊
を
補
う
に
違
い
な
い
。

種
別
五
と
六
は
今
な
お
利
用
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
表
三
に
現
況
を
整
理
し

た
。
デ
ー
タ
は
表
一
と
変
わ
ら
ず
「
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
史
料
検
索
シ
ス
テ

ム
」
に
依
拠
し
て
い
る
。
筆
者
に
よ
り
「
第
一
四
回
公
開
」
分
を
「
公
開
時
期
」
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の
「
旧
」
と
し
、
こ
こ
数
年
来
の
「
目
録
公
開
」
分
を
「
新
」
と
し
た
。
ま
ず
は

「
利
用
制
限
区
分
」
か
ら
説
明
し
よ
う
。

「
公
開
」
は
全
冊
公
開
を
表
す
。「
公
開
」
の
語
意
は
「
外
交
記
録
公
開
」
や
「
目

録
公
開
」
と
概
念
的
に
異
な
る
。「
部
分
公
開
」
は
利
用
制
限
に
よ
る
文
書
の
マ

ス
キ
ン
グ
を
伴
う
。「
要
審
査
」
は
未
だ
「
利
用
請
求
」
を
受
け
て
い
な
い
、
あ

る
い
は
「
利
用
決
定
」
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。「
非
公
開
」
の
語
は

見
当
た
ら
な
い
。

「
部
分
公
開
」
に
値
す
る
各
「
文
書
名
」
と
「
利
用
を
制
限
す
る
理
由
」
は
フ
ァ

イ
ル
原
本
の
冒
頭
シ
ー
ト
で
示
さ
れ
て
き
た
。「
理
由
」
は
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」

な
ら
ば
「
利
用
等
規
則
第
一
一
条
第
一
項
第
一
号
イ
」
に
依
っ
て
立
つ

）
üĀ
（

。
同
規
定

の
対
象
は「
情
報
公
開
法
」第
五
条
第
一
号
に
基
づ
く
。
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た「
不

開
示
情
報
」
と
は
「
個
人
に
関
す
る
情
報
」

）
ý÷
（

で
あ
る
。

「
部
分
公
開
」
の
問
題
に
先
ん
じ
て
、「
要
審
査
」
へ
論
点
を
移
そ
う
。
種
別
六

の
全
四
一
件
に
つ
い
て
「
要
審
査
」
は
二
八
件
と
七
割
近
い
。
当
該
フ
ァ
イ
ル
群

の
「
外
交
記
録
公
開
」
は
二
〇
二
〇
年
一
一
月
三
〇
日
と
翌
二
一
年
一
月
二
九
日

に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
移
管
さ
れ
て
間
も
な
い
こ
と
も
あ
り
、
今
後
の
「
利
用
請

求
」
に
伴
い
「
要
審
査
」
は
解
消
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

特
記
す
べ
き
は
「
史
料
概
要
」
で
あ
る
。
全
て
の
フ
ァ
イ
ル
に
具
体
的
な
収
録

内
容
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、「
利
用
請
求
」
に
当
た
っ
て
対
象
フ
ァ
イ
ル
の
目
星

を
付
け
や
す
く
な
っ
た
。
釈
放
を
目
指
し
た
「
関
係
国
と
の
や
り
と
り
に
関
す
る

文
書

）
ýø
（

」
も
目
に
留
ま
る
。「
釈
放
推
進
」
の
実
態
解
明
が
次
第
に
捗
る
こ
と
を
待

ち
望
み
た
い
。

種
別
五
の
「
新
」
は
種
別
六
と
は
異
な
っ
た
公
開
動
向
に
あ
る
。
対
象
フ
ァ
イ

ル
五
七
件
中
の
「
要
審
査
」
は
七
件
に
過
ぎ
な
い
。
既
に
五
十
件
が
閲
覧
可
能
な

段
階
へ
と
至
っ
て
い
る
。
四
九
件
を
数
え
る
「
勧
告
書
」
シ
リ
ー
ズ
も
、
四
五
件

が「
部
分
公
開
」で
閲
覧
に
供
さ
れ
て
き
た
。
同
シ
リ
ー
ズ
以
外
の「
要
審
査
」フ
ァ

イ
ル
は
二
件
だ
け
と
な
る
。

こ
れ
ら
二
件
は
ひ
と
き
わ
存
在
感
を
放
つ
。「
公
開
目
録
」
上
で
「
戦
犯
フ
ァ

イ
ル
」
八
六
四
件
の
ラ
ス
ト
を
飾
っ
た
二
巻
シ
リ
ー
ズ
こ
そ
が
「
講
和
条
約
発
効

種別
分類番号

（枝番を除く）
公開
時期

計 公開
部分
公開

要審査

旧 48 5 3 40

57 1 49 7

六
2020-1047～1071
2021-0064～0079
（新分類記録）

41 6 7 28

五
D'.1.3.0.3

（外務省記録）

新

表三：種別五と六の「利用制限区分」（2022 年 11 月時点）
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後
に
お
け
る
本
邦
人
戦
犯
取
扱
関
係
雑
件

台
湾
人
、
韓
国
人
関
係

）
ýù
（

」
で
あ
る
。

公
文
書
が
残
さ
れ
て
き
た
こ
と
自
体
を
評
価
し
た
い
。
最
早
「
外
国
籍
戦
犯
問

題
）
ýú
（

」
は
社
会
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る）

ýû
（

。

彼
ら
は
「
日
本
人
」
と
し
て
裁
か
れ
た
。
平
和
条
約
は
彼
ら
を
外
国
人
に
変
え

る
。
し
か
し
「
日
本
人
」
と
し
て
服
役
は
続
く
。
出
所
す
れ
ば
外
国
人
と
し
て
恩

給
ほ
か
公
的
な
援
助
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
実
情
に
事
欠
か
な
い
記

録
た
る
こ
と
が
「
史
料
概
要

）
ýü
（

」
か
ら
連
想
さ
れ
た
。
日
本
の
歩
み
を
「
本
格
的
に

総
括
」
す
る
う
え
で
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
は
欠
か
せ
な
い
。

か
た
や
種
別
五
の
「
旧
」
は
四
八
件
中
四
〇
件
の
「
要
審
査
」
を
含
ん
で
い
た
。

た
だ
し
複
製
物
に
よ
る
閲
覧
は
可
能
で
あ
る
。「
検
索
結
果
一
覧
」上
で「
要
審
査
」

と
表
示
さ
れ
る
も
の
の
、「
旧
」
の
フ
ァ
イ
ル
群
は
「
外
交
記
録
公
開
閲
覧
申
込

番
号
」を
備
え
て
い
た
。
例
え
ば「%

`���������$
1��
」と
な
る
。「$

1

」は
コ
ピ
ー

フ
ァ
イ
ル
に
よ
る
複
製
物
を
示
す

）
ýý
（

。

他
方
、
原
本
閲
覧
は
「
要
審
査
」
と
さ
れ
て
き
た
た
め
、「
利
用
請
求
」
が
必

要
と
な
る
。
フ
ァ
イ
ル
を
手
っ
取
り
早
く
閲
覧
し
た
い
な
ら
ば
複
製
物
を
見
る
ほ

か
な
い
。
し
か
し
、
名
簿
を
代
表
的
な
例
と
し
て
、
複
製
物
上
の
「
黒
塗
り
」
は
、

一
面
に
亘
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
往
時
の
審
査
基
準
か
ら
し
て
、
個
人
を
識
別
し
う

る
情
報
は
徹
底
的
に
伏
せ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

今
や
「
時
の
経
過
」
を
経
た
「
重
要
な
個
人
情
報
」
の
一
部
は
「
利
用
制
限
」

に
値
し
な
い
。
表
二
の
通
り
で
あ
る
。
同
時
に
「
公
文
書
管
理
法
」
は
「
慣
行
と

し
て
公
に
さ
れ
、
又
は
公
に
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
情
報
」
を
利
用
の
制

限
外
と
し
て
き
た）

ýþ
（

。
少
な
く
と
も
世
に
知
ら
れ
て
き
た
戦
犯
の
氏
名
は
公
開
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方
で
日
暮
に
よ
れ
ば
外
交
史
料
館
は
二
〇
二
二
年
時
点
で
「
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
関

係
記
録
に
つ
い
て
は
、
今
日
に
お
い
て
も
、
未
だ
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
損
ね

る
惧
れ
が
非
常
に
高
い
こ
と
か
ら
、
被
疑
者
の
氏
名
等
を
削
除
の
う
え
、
公
開
」

し
て
い
る
と
い
う）

ýÿ
（

。
典
拠
は
「
第
一
四
回
公
開
」
時
に
公
表
さ
れ
た
『
館
報

）
ýĀ
（

』
で

あ
る
。
そ
れ
か
ら
既
に
二
〇
余
年
の
歳
月
が
流
れ
た
。

事
実
、
往
時
の
「
利
用
制
限
」
は
刷
新
さ
れ
て
い
る
。
国
立
公
文
書
館
も
「
＊

戦
犯
関
係
」中
の
個
人
情
報
を
相
当
程
度
オ
ー
プ
ン
に
し
て
き
た）

þ÷
（

。「
最
終
審
査
日
」

が
浅
け
れ
ば
、
全
て
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
氏
名
、
本
籍
地
、
留
守
宅
住
所
と

い
っ
た
個
人
情
報
が
伏
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
未
だ
氏
名
に
マ
ス
キ
ン

グ
を
施
し
た
文
書
も
散
見
さ
れ
る
。

外
交
史
料
館
も
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
の
「
利
用
制
限
」
を
緩
和
し
て
き
た
。
例

え
ば
「
本
邦
戦
争
犯
罪
人
関
係
雑
件

各
種
名
簿
関
係

第
六
巻

雑
名
簿

）
þø
（

」
に

目
覚
ま
し
い
。
全
く
マ
ス
キ
ン
グ
さ
れ
て
い
な
い
住
所
録
が
見
受
け
ら
れ
る）

þù
（

。
家

族
の
氏
名
も
知
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
国
立
公
文
書
館
と
同
じ
法
令
規
則
に

立
脚
し
つ
つ
も
、
運
用
実
態
に
各
館
の
特
性
が
現
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
成
果
も
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
の
主
な
特
色
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
外

務
省
固
有
の
釈
放
マ
タ
ー
を
巡
る
目
新
し
い
フ
ァ
イ
ル
が
近
年
に
か
け
て
続
々
と

「
利
用
決
定
」
さ
れ
た
。
し
か
も
マ
ス
キ
ン
グ
が
大
幅
に
減
ら
さ
れ
て
い
る
。
史

料
と
し
て
も
利
用
の
観
点
か
ら
も
し
て
も
、「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
の
価
値
は
極
め

て
高
い
。
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お
わ
り
に

「
ど
の
よ
う
な
フ
ァ
イ
ル
が
、
い
つ
、
如
何
に
」
公
開
さ
れ
て
き
た
の
か
。
本

稿
で
は
外
務
省
外
交
史
料
館
が
所
蔵
す
る
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
の
来
歴
に
つ
い
て

検
証
を
重
ね
て
き
た
。
そ
れ
は
公
開
の
時
期
と
件
数
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
フ
ァ
イ

ル
の
具
体
的
な
特
色
に
も
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
。
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
三
つ
挙
げ

て
お
く
。

第
一
に
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
は
国
立
公
文
書
館
の
「
＊
戦
犯
関
係
」
と
は
異
な

る
経
路
で
外
交
史
料
館
へ
と
移
管
さ
れ
て
き
た
。「
経
路
」
は
日
本
政
府
内
の
業

務
分
担
と
重
な
り
合
う
。
国
立
公
文
書
館
に
は
法
務
省
や
厚
生
省
で
作
成
な
い
し

取
得
さ
れ
た
文
書
が
移
管
さ
れ
て
い
る
。
外
務
省
固
有
の
文
書
は
特
に
釈
放
推
進

事
案
を
反
映
し
て
い
た
。

第
二
に
国
立
公
文
書
館
の
「
＊
戦
犯
関
係
」
は
僅
か
な
ら
ぬ
非
公
開
資
料
を
抱

え
て
い
る
。
平
和
条
約
発
効
後
に
刑
の
執
行
と
勧
告
事
務
を
引
き
受
け
た
法
務
省

矯
正
局
及
び
保
護
局
の
主
管
文
書
が
該
当
し
た
。「
非
公
開
」
の
理
由
と
し
て
個

人
情
報
の
審
査
に
時
間
を
要
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
外
交
史
料
館
の

「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
に
「
非
公
開
」
は
存
在
し
な
い
。

第
三
に
外
交
史
料
館
も
国
立
公
文
書
館
と
と
も
に
個
人
情
報
の
「
利
用
制
限
」

を
緩
和
し
て
き
た
。
個
人
情
報
の
審
査
に
当
た
り
、
両
館
は
公
文
書
管
理
法
に

基
づ
く
同
様
の
法
令
基
準
を
適
用
し
て
い
る
。
し
か
し
実
態
に
差
異
も
見
ら
れ

た
。
外
交
史
料
館
は
国
立
公
文
書
館
の
非
公
開
資
料
を
補
う
フ
ァ
イ
ル
も
公
開

し
て
い
る
。

こ
う
し
た
諸
点
を
踏
ま
え
る
と
、
外
交
史
料
館
の
特
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ

よ
う
。「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
は
紛
う
こ
と
な
き
外
交
史
料
と
し
て
固
有
の
高
い
価

値
を
秘
め
て
い
る
。
利
用
の
観
点
か
ら
し
て
も
「
利
用
制
限
」
の
大
幅
な
緩
和
と

い
う
成
果
を
得
た
。
最
後
に
幾
ば
く
か
の
克
服
す
べ
き
課
題
を
指
摘
し
て
お
き
た

い
。一

つ
目
は
「
準
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
の
公
開
状
況
で
あ
る
。
当
該
フ
ァ
イ
ル
は
本

論
で
扱
い
切
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
中
に
少
数
な
が
ら
も
「
未
移
管
フ
ァ
イ
ル
」
が

存
在
す
る
。
現
時
点
に
お
い
て
「
開
示
請
求
」
の
手
間
を
か
け
な
い
限
り
中
身
は

知
り
得
な
い
。「
保
存
期
間
満
了
」
は
二
〇
二
六
年
と
さ
れ
て
い
る）

þú
（

。
適
切
に
移

管
さ
れ
る
ま
で
注
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
つ
目
と
し
て
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
発
信
が
待
た
れ
て
き
た）

þû
（

。

通
称
「
ア
ジ
歴
」
は
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
「
ア
ジ
ア
歴
史
資
料

）
þü
（

」
を
二
〇
〇
一
年

の
開
設
以
来
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
し
て
い
る
。
外
交
史
料
館
も
「
戦
後
外

交
記
録
」
の
史
料
画
像
を
提
供
し
て
き
た
。
そ
の
数
は
現
時
点
で
一
八
三
九
九
件

に
上
っ
て
い
る
。

戦
犯
関
係
で
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
を
進
め
る
と
、
外
務
省
作
成
な
い
し
取
得
の
文

書
は
若
干
ヒ
ッ
ト
し
た）

þý
（

。
し
か
し
現
時
点
で
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
の
画
像
は
一

枚
も
「
ア
ジ
歴
」
に
提
供
さ
れ
て
い
な
い
。
近
年
の
「
目
録
公
開
」
分
も
含
め
、「
戦

犯
フ
ァ
イ
ル
」に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
国
内
外
を
問
わ
ず
高
ま
る
こ
と
だ
ろ
う
。ウ
ェ

ブ
上
で
貴
重
な
史
料
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
日
が
待
た
れ
る
。

三
つ
目
に
「
利
用
制
限
」
の
対
象
が
フ
ァ
イ
ル
間
で
一
貫
し
て
い
な
い
。
古
く

に
審
査
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
は
「
黒
塗
り
」
の
ま
ま
と
さ
れ
て
き
た
。「
時
の
経
過
」
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が
加
味
さ
れ
て
い
な
い
。「
本
格
的
に
戦
争
の
総
括
」
を
果
た
す
う
え
で
個
々
人

の
記
録
も
史
料
と
な
る
。「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
こ
そ
「
利
用
制
限
」
か
ら
解
か
れ

た
状
態
が
望
ま
し
い
。

関
連
し
て
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
の
所
蔵
資
料
に
触
れ
て
お
こ
う）

þþ
（

。
無

数
の
戦
犯
に
関
す
る
記
録
が
評
判
を
得
て
き
た）

þÿ
（

。
そ
れ
ら
は
米
国
機
関
の
所
蔵
を

出
自
と
す
る
。
国
会
図
書
館
は
「
国
立
公
文
書
館
等
」
に
属
さ
な
い
た
め
個
人
情

報
の
扱
い
も
異
な
っ
て
き
た
。「
黒
塗
り
」
の
措
置
は
取
ら
れ
て
い
な
い
。
一
方

で
知
り
得
た
情
報
を
公
表
す
る
場
合
に
配
慮
が
求
め
ら
れ
る
。

ド
イ
ツ
の
公
文
書
館
が
似
通
う
。
筆
者
は
現
地
で
戦
後
警
察
の
文
書
を
閲
覧
し

た
。
犯
人
や
被
害
者
の
氏
名
か
ら
住
所
ま
で
全
て
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

公
表
時
の
配
慮
は
要
請
さ
れ
た）

þĀ
（

。
日
本
の「
国
立
公
文
書
館
等
」と
逆
で
あ
る）

ÿ÷
（

。「
利

用
制
限
」
に
よ
り
予
め
マ
ス
キ
ン
グ
が
施
さ
れ
、
公
表
に
当
た
り
特
段
の
配
慮
は

促
さ
れ
な
い
。
い
ず
れ
が
理
に
適
っ
て
い
よ
う
か
。

若
干
の
課
題
は
残
る
も
の
の
、「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
が
「
後
世
に
残
す
べ
き
価

値
の
あ
る
歴
史
的
に
重
要
な
公
文
書
等

）
ÿø
（

」
で
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
こ
の

「
価
値
」
は
利
用
さ
れ
て
こ
そ
真
価
を
発
揮
す
る）

ÿù
（

。
そ
の
た
め
に
「
ア
ジ
歴
」
公

開
や
「
利
用
制
限
」
の
緩
和
と
い
っ
た
ア
ク
セ
シ
ビ
リ
テ
ィ
の
向
上
も
欠
か
せ
な

い
。「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
の
本
格
的
な
利
活
用
が
待
ち
望
ま
れ
る
。

注（
１
）
厳
密
に
は
「
公
文
書
管
理
法
」
が
施
行
さ
れ
た
二
〇
一
一
年
四
月
一
日
以
降
の
こ
と
で

あ
る
。戦
後
外
交
記
録
を
巡
る
公
開
方
法
の
変
遷
に
つ
い
て
外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト「
公

文
書
管
理
・
外
交
記
録
公
開
」
を
参
照
。

IUUQT���X
X
X
�N
PGB�HP�KQ�N

PGBK�QVCMJD�LJSPLV@LPLBJ�IUN
M

（
２
）
「
令
和
四
年
七
月
二
九
日
外
交
記
録
公
開

概
要
」
の
う
ち
分
類
番
号b

Ｄ
門
を
参
照
。

IUUQT���X
X
X
�N
PGB�HP�KQ�N

PGBK�pMFT�����������QEG

（
３
）「
若
干
の
例
外
」
に
つ
き
註
（
ùú
）
で
補
足
し
た
。

（
４
）「
戦
犯
」
を
巡
る
研
究
者
及
び
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
と
し
て
の
個
人
的
な
足
跡
に
つ
き
金

田
敏
昌
「
当
事
者
不
在
の
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
と
公
文
書
（【
歴
史
と
場
】
第
五
五
回
）」『
歴

史
学
研
究
月
報
』/

P����

、
歴
史
学
研
究
会
編
、
二
〇
二
一
年
八
月
、
六
―
七
頁
。

同
稿
は
外
交
史
料
館
着
任
の
前
に
執
筆
さ
れ
た
。

（
５
）
直
近
の
解
題
と
し
て
日
暮
吉
延
「
解
題
」『
オ
ン
ラ
イ
ン
版
法
務
省
旧
蔵
東
京
裁
判
・

戦
争
裁
判
関
係
資
料
』+�%

"
$

（
ジ
ャ
パ
ン
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
セ
ン
タ
ー
）、

配
信
開
始
二
〇
二
二
年
六
月
二
八
日
。

IUUQ���K�EBD�KQ�UPLZPUSJBM�LBJEBJ@JOEFY�IUN
M

（
６
）
一
次
史
料
に
乏
し
い
が
ゆ
え
、
オ
ー
ラ
ル
エ
ビ
デ
ン
ス
を
用
い
た
研
究
も
編
み
出

さ
れ
た
。
代
表
例
と
し
て
内
海
愛
子
『
朝
鮮
人
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
の
記
録
』
勁
草
書
房
、

一
九
八
二
年
（
文
庫
版
は
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
五
年
）。

（
７
）
法
務
省
移
管
フ
ァ
イ
ル
の
資
料
階
層
は
、
以
下
論
考
中
「
表
二
」
と
し
て
図
示
さ
れ

て
い
る
。
大
江
洋
代
・
金
田
敏
昌
「
国
立
公
文
書
館
所
蔵
『
戦
争
犯
罪
裁
判
関
係
資
料
』

の
形
成
過
程
と
Ｂ
Ｃ
級
戦
争
裁
判
研
究
の
可
能
性
」『
歴
史
学
研
究
』
第
九
三
〇
号
、

歴
史
学
研
究
会
編
、
二
〇
一
五
年
四
月
、
一
九
―
三
三
、三
九
頁
。

（
８
）IUUQT���X

X
X
�EB�N

PGB�HP�KQ�%
"
4�N
FUB�EFUBJM

（
９
）「
目
録
公
開
」
が
実
施
さ
れ
た
年
度
は
検
索
結
果
の
「
外
交
記
録
公
開
年
月
日
」
に
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基
づ
く
。「
外
交
記
録
公
開
年
月
日
」
と
「
移
管
年
月
日
」
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

た
だ
し
、
本
稿
で
は
説
明
を
省
略
す
る
。

（
��
）
浜
岡
鷹
行
「「
新
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
」
導
入
以
後
の
外
務
省
公
文
書
管
理
―
戦
後

外
交
記
録
「
新
分
類
記
録
」
の
特
徴
把
握
の
た
め
の
一
考
察
―
」『
外
交
史
料
館
報
』

第
三
四
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
、
八
五
―
一
〇
六
頁
。
外
交
史
料
館
に
よ
る
定
義
は

同
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
戦
後
外
交
記
録
」
の
コ
ー
ナ
ー
に
記
載
。

IUUQT���X
X
X
�N
PGB�HP�KQ�N

PGBK�BOOBJ�IPOTIP�TIJSZP�TIP[P�

HBJLP@LJSPLV�IUN
M

以
下
、
出
典
記
載
に
つ
き
「
戦
後
外
交
記
録
」
の
史
料
群
名
を
持
つ
フ
ァ
イ
ル
は
全

て
「
新
分
類
記
録
」
と
な
る
。「
青
フ
ァ
イ
ル
」
に
は
「
外
務
省
記
録
」
の
史
料
群

名
を
付
し
た
。
外
交
史
料
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上「
当
館
所
蔵
史
料
の
出
典
記
載（
引
用
）

に
つ
い
て
」
の
記
載
例
を
踏
襲
。

IUUQT���X
X
X
�N
PGB�HP�KQ�N

PGBK�N
T�EB�QBHF��@�������IUN

M

（
��
）
戦
後
「
外
務
省
記
録
（
青
フ
ァ
イ
ル
）」
分
類
表
（
移
管
・
公
開
分
）」
を
参
照
。

IUUQT���X
X
X
�N
PGB�HP�KQ�N

PGBK�pMFT�����������QEG

（
��
）
各
回
の
「
外
交
記
録
公
開
目
録
」
と
「
概
要
」
は
ウ
ェ
ブ
上
で
一
望
で
き
る
。

IUUQT���X
X
X
�N
PGB�HP�KQ�N

PGBK�BOOBJ�IPOTIP�TIJSZP�TIP[P�

JLBO�IUN
M

（
��
）「
戦
後
外
交
記
録
公
開

平
成
九
年
度
外
交
記
録
公
開
」『
外
交
史
料
館
報
』第
一
二
号
、

一
九
九
八
年
六
月
、
一
三
八
―
一
五
七
頁
。
同
内
容
は
外
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
お

い
て
も
実
施
日
付
で
公
表
さ
れ
た
。

IUUQT���X
X
X
�N
PGB�HP�KQ�N

PGBK�BOOBJ�IPOTIP�TIJSZP�TIP[P�

HTIJS�HTIJS@���IUN
M

（
��
）「
戦
後
外
交
記
録
公
開

平
成
九
年
度
外
交
記
録
公
開
」、
一
五
六
頁
。

（
��
）「
外
務
省
記
録
」
す
な
わ
ち
「
青
フ
ァ
イ
ル
」
の
場
合
、
例
え
ば
「%

`������������

」

の
よ
う
に
フ
ァ
イ
ル
の
多
く
は
枝
番
を
伴
う
。

（
��
）「
戦
後
外
交
記
録
公
開

平
成
九
年
度
外
交
記
録
公
開
」、
一
五
六
―
一
五
七
頁
。

（
��
）『
館
報
』
は
「
関
係
記
録
の
全
て
を
公
開
」
し
た
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
修
正
が
必
要
と
い
え
よ
う
。「
戦
後
外
交
記
録
公
開

平
成
九
年
度
外
交
記
録

公
開
」、
一
五
六
頁
。

（
��
）「
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
史
料
検
索
シ
ス
テ
ム
」
の
階
層
検
索
で
確
認
で
き
る
。

一
点
は
メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
の
み
。
残
り
五
点
は
「
起
訴
状
関
係
」、「
裁
判
速
記
録
（
英

文
）」
も
し
く
は
「
判
決
速
記
録
（
英
文
）」
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
有
す
る
。

（
��
）「
外
交
記
録
公
開
年
月
日
」は
二
〇
二
〇
年
一
一
月
三
〇
日
及
び
二
一
年
一
月
二
九
日
。

公
開
目
録
及
び
概
要
の
掲
載
Ｕ
Ｒ
Ｌ
に
つ
き
註
（
øù
）
を
参
照
。

（
��
）
戦
後
外
交
記
録
「
戦
後
処
理
／
軍
事
裁
判
・
戦
争
犯
罪
人
関
係
」���������

の
目

録
情
報
を
参
照
。

（
��
）「
開
始
時
期
」
は
戦
後
外
交
記
録
「
戦
後
処
理
／
軍
事
裁
判
・
戦
争
犯
罪
人
関
係
（
放

免
勧
告
）」���������

、「
終
了
時
期
」
は
戦
後
外
交
記
録
「
戦
後
処
理
／
軍
事
裁
判
・

戦
争
犯
罪
人
関
係
」���������

が
該
当
す
る
。

（
��
）
戦
犯
関
係
の
文
書
を
収
録
し
た
フ
ァ
イ
ル
自
体
は
数
知
れ
ず
存
在
す
る
。
例
え
ば

一
九
七
六
年
五
月
三
一
日
の
「
第
一
回
外
交
記
録
公
開
」
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ

た
外
務
省
記
録
「
連
合
軍
の
本
土
進
駐
並
び
に
軍
政
関
係
一
件

連
合
軍
と
の
間
の

来
往
信
綴
」"

`����������

も
計
り
知
れ
な
い
数
の
関
係
文
書
を
含
む
。
要
人
往
来
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の
過
程
で
発
生
し
た
文
書
も
少
な
く
な
い
。
一
例
と
し
て
外
務
省
記
録
「
重
光
外
務

大
臣
訪
米
関
係
一
件

携
行
資
料
」"

`����������

を
挙
げ
て
お
く
。
史
料
概
要
に

「
一
九
五
五
年
八
月
の
重
光
外
務
大
臣
の
米
国
訪
問
時
の
携
行
用
サ
ブ
資
料
（
和
・

英
文
）
を
収
録
。
日
ソ
交
渉
、
中
国
問
題
、
防
衛
問
題
、
戦
犯
釈
放
問
題
、
自
立
経

済
に
関
す
る
資
料
を
含
む
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
��
）
例
え
ば
外
務
省
記
録
「
管
理
財
産
関
係
雑
件

戦
犯
容
疑
者
財
産
関
係
」,

`�������

���

を
参
照
。
な
お
、
こ
の
十
数
件
に
中
共
関
係
の
フ
ァ
イ
ル
は
計
上
さ
れ
て
い
な

い
。
一
例
と
し
て
外
務
省
記
録
「
中
共
地
区
釈
放
「
戦
犯
」
引
揚
関
係
」,`��������

、

戦
後
外
交
記
録
「
邦
人
戦
犯
釈
放
（
中
共
）」���������

、
戦
後
外
交
記
録
「
本

邦
戦
争
犯
罪
人
釈
放
／
中
共
」���������
の
三
件
を
挙
げ
て
お
く
。
ソ
連
関
係
で

件
名
に
「
軍
事
裁
判
」、「
戦
犯
」、「
戦
争
犯
罪
人
」
の
語
を
含
む
フ
ァ
イ
ル
は
存
在

し
な
い
。

こ
れ
ら
移
管
済
み
フ
ァ
イ
ル
と
は
別
に
、
未
移
管
フ
ァ
イ
ル
も
眠
り
続
け
て
い
る
。

「
行
政
文
書
フ
ァ
イ
ル
管
理
簿
の
検
索
」
で
件
名
に
「
軍
事
裁
判
」
の
語
を
伴
う
フ
ァ

イ
ル
が
七
件
ヒ
ッ
ト
し
た
。
い
ず
れ
も
フ
ァ
イ
ル
の
作
成
・
取
得
時
期
か
ら
し
て

対
日
戦
犯
裁
判
関
係
と
思
料
さ
れ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
内
容
が
掴
め
な
い
た

め
種
別
化
に
至
ら
な
か
っ
た
。
同
フ
ァ
イ
ル
群
の
「
保
存
期
間
満
了
時
期
」
は
全
て

二
〇
二
六
年
一
二
月
三
一
日
、「
保
存
期
間
満
了
時
の
措
置
」
は
「
移
管
」
と
の
こ
と
。

当
初
の
「
保
存
期
間
満
了
日
」
は
一
九
五
六
年
一
二
月
三
一
日
で
あ
る
。
そ
の
後
「
保

存
期
間
延
長
」
が
続
い
た
。
ま
さ
し
く
同
未
移
管
フ
ァ
イ
ル
こ
そ
が
「
若
干
の
例
外
」

に
当
た
る
。
以
下
、「Fô(

PW

文
書
管
理
」
に
て
確
認
。

IUUQT���BEN
JOJTUSBUJWF�EPD�F�HPW�HP�KQ�TFSWMFU�'TFBSDI

（
��
）
そ
れ
以
外
に
二
〇
一
六
年
度
を
中
心
に
厚
労
省
よ
り
移
管
さ
れ
た
資
料
群
も
存
在
す

る
。
解
題
に
つ
い
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
��
）
主
な
参
考
資
料
と
し
て
「
第
六
章

釈
放
」「
戦
争
犯
罪
裁
判
概
史
要
（
司
法
法

制
調
査
部
昭
和
四
八
年
八
月
刊
行
）」、
以
下
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、平

��法
務

��������

、
四
一
五
―
四
四
八
頁
。

（
��
）
条
文
中
の
釈
放
に
関
わ
る
記
述
は
以
下
の
通
り
。「
こ
れ
ら
の
拘
禁
さ
れ
て
い
る
者

を
赦
免
し
、
減
刑
し
、
及
び
仮
出
獄
さ
せ
る
権
限
は
、
各
事
件
に
つ
い
て
刑
を
課
し

た
一
又
は
二
以
上
の
政
府
の
決
定
及
び
日
本
国
の
勧
告
に
基
く
場
合
の
外
、
行
使
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
が
刑
を
宣
告
し
た
者
に
つ
い
て
は
、

こ
の
権
限
は
、
裁
判
所
に
代
表
者
を
出
し
た
政
府
の
過
半
数
の
決
定
及
び
日
本
国
の

勧
告
に
基
く
場
合
の
外
、
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」

「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
」
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書

平
和
条
約
の
締
結
に
関

す
る
調
書

第
五
冊
』、
五
九
五
―
六
三
四
頁
よ
り
抜
粋
。
外
交
史
料
館
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
の
「
日
本
外
交
文
書
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
で
も
閲
覧
可
能
。

IUUQT���X
X
X
�N
PGB�HP�KQ�N

PGBK�BOOBJ�IPOTIP�TIJSZP�BSDIJWFT�QEGT�

IFJX
BKPVZBLV�@���QEG

（
��
）
前
掲
、
註
（
��
）「
第
六
章

釈
放
」、
四
一
九
頁
。

（
��
）
一
九
五
二
年
七
月
ま
で
中
央
矯
正
保
護
委
員
会
と
称
さ
れ
た
。

（
��
）IUUQT���X

X
X
�EJHJUBM�BSDIJWFT�HP�KQ�%

"
4�N
FUB�EFGBVMU

（
��
）「
組
織
歴
」
に
よ
る
と
、
一
九
四
八
年
二
月
の
司
法
省
廃
止
及
び
法
務
庁
設
置
に
伴

い
矯
正
総
務
局
、
成
人
矯
正
局
、
少
年
矯
正
局
が
組
織
さ
れ
た
。
翌
年
六
月
の
法
務

府
改
組
で
矯
正
保
護
局
へ
編
成
替
え
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
二
年
八
月
の
法
務
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省
改
組
に
よ
り
矯
正
局
が
独
立
し
た
。

（
��
）「
身
分
帳
」
は
一
四
七
一
ま
で
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
が
次
の
事
由
に
よ
り
所
蔵
件

数
は
一
四
六
六
に
と
ど
ま
る
。
七
四
八
、八
四
五
、八
四
八
、九
三
七
、九
七
四
、一
三
五
〇

が
欠
番
、
五
一
六
は
二
件
に
分
冊
化
さ
れ
て
い
た
。

（
��
）
法
務
府
改
組
で
設
置
さ
れ
た
矯
正
保
護
局
が
法
務
省
発
足
時
に
保
護
局
と
し
て
独
立

す
る
。
矯
正
局
に
同
じ
く
前
掲
、「
組
織
歴
」
に
基
づ
く
。

（
��
）
請
求
番
号
順
で
シ
リ
ー
ズ
は
「
昭
和
二
七
年
度
・
一
五
八
六
・
戦
犯
個
人
別
記
録
（
米
）

三
〇
九
～
三
一
三
・
仮
出
所
」
に
始
ま
り
「
昭
和
二
八
年
度
・
一
六
七
五
・
戦
犯
個

人
別
記
録
（
Ａ
級
）
八
～
一
二
・
赦
免
」
で
終
わ
る
。

（
��
）
二
〇
〇
一
年
以
降
の
呼
称
で
あ
る
。
一
九
五
二
年
八
月
の
法
務
省
設
置
時
点
は
法
務

省
大
臣
官
房
調
査
課
。
五
八
年
五
月
に
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
へ
と
改
組
さ
れ
た
。

前
掲
、「
組
織
歴
」
に
よ
る
。

（
��
）
そ
の
一
環
で
釈
放
関
連
の
文
書
自
体
は
作
成
な
い
し
取
得
さ
れ
て
も
い
た
。
釈
放
関

連
業
務
の
現
場
で
作
成
さ
れ
た
文
書
と
性
格
は
異
な
る
。

（
��
）「
戦
争
裁
判
関
係
資
料
収
集
業
務
の
矯
正
局
よ
り
大
臣
官
房
移
管
に
伴
う
中
継

覚
・
法
務
省
矯
正
局
（
昭
和
三
四
．
五
．
一
八
司
法
法
制
課
複
製
）」、平

��法
務

��������

所
収
。
前
掲
、
大
江
・
金
田
［
二
〇
一
五
年
］、
二
六
頁
。

（
��
）
例
え
ば
「平

��法
務
��������

」
か
ら
「平

��法
務
��������

」
に
か
け
て
収

録
さ
れ
た
都
道
府
県
別
「
出
張
調
査
報
告
書
」
群
は
示
唆
に
富
む
。
一
九
七
〇
年
代

に
か
け
て
当
事
者
へ
の
聞
き
取
り
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
。

（
��
）「平

��

法
務��������

」
か
ら
「平

��法
務
��������

」
に
至
る
二
〇
二
件
は

存
在
し
な
い
。
欠
番
と
な
っ
て
い
る
。

（
��
）
同
ペ
ー
ジ
下
段
「
所
蔵
資
料
に
つ
い
て
」
の
第
六
項
目
。

IUUQT���X
X
X
�BSDIJWFT�HP�KQ�HVJEF�GBR�IUN

M�2
$
��

（
��
）
一
般
向
け
の
解
説
が
同
上
「
よ
く
あ
る
ご
質
問
」
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

IUUQT���X
X
X
�BSDIJWFT�HP�KQ�HVJEF�GBR�IUN

M�2
#��

（
��
）
関
連
事
項
が
「
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
等
利
用
規
則
」
や
「
外
務
省
外
交
史

料
館
利
用
細
則
」
等
の
規
則
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
き
た
。

IUUQT���X
X
X
�BSDIJWFT�HP�KQ�JOGPSN

BUJPO�QEG�SJZPVLJTPLV�QEGIUUQT���

X
X
X
�N
PGB�HP�KQ�N

PGBK�BOOBJ�IPOTIP�TIJSZP�SJZP@TBJTPLV�IUN
M

（
��
）
筆
者
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
体
験
に
基
づ
く
。

（
��
）
前
掲
、
日
暮
［
二
〇
二
二
年
］、
二
五
頁
。

（
��
）
二
〇
一
一
年
四
月
一
日
の
館
長
決
定
に
基
づ
く
。最
終
改
正
は
二
〇
二
二
年
四
月
一
日
。

IUUQT���X
X
X
�BSDIJWFT�HP�KQ�JOGPSN

BUJPO�QEG�SJZPVTIJOTB@����@���QEG

（
��
）
二
〇
一
五
年
四
月
二
四
日
付
。

IUUQT���X
X
X
�N
PGB�HP�KQ�N

PGBK�BOOBJ�IPOTIP�TIJSZP�SJZP@

TIJOTBLJKVO�IUN
M

（
��
）
前
掲
、
大
江
・
金
田
［
二
〇
一
五
年
］
が
「
表
一

戦
争
裁
判
対
応
機
関
」
に
て
系

統
の
整
理
を
試
み
た
。

（
��
）「
戦
争
裁
判
関
係
資
料
の
現
状
概
要
」
戦
後
外
交
記
録
「
戦
後
処
理
／
軍
事
裁
判
・

戦
争
犯
罪
人
関
係
」���������

が
一
九
五
五
年
六
月
時
点
の
状
況
を
伝
え
て
い
た
。

文
書
の
作
成
主
体
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
法
務
省
と
見
做
せ
る
。
外
務
省
は
東

京
裁
判
及
び
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
に
関
係
す
る
法
的
記
録
や
「
研
究
諸
資
料
」
を

保
有
し
て
い
た
。「
右
の
資
料
は
、
主
任
事
務
官
を
定
め
約
二
ヶ
年
の
日
子
を
か
け
、
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英
、
和
文
別
に
各
二
、三
百
冊
の
フ
ア
イ
ル
に
整
備
さ
れ
簡
単
乍
ら
一
応
の
目
録
を

整
備
し
て
い
る
」
と
い
う
。

（
��
）
註
（
ùù
）
で
例
示
し
た
フ
ァ
イ
ル
群
に
も
反
映
し
て
く
る
。

（
��
）
前
掲
、
註
（
ùü
）「
第
六
章

釈
放
」、
四
三
三
―
四
三
四
頁
。

（
��
）
外
務
省
編
『
日
本
外
交
文
書

昭
和
期
Ⅳ

日
米
関
係

第
一
巻
（
昭
和
二
七
―

二
九
年
）』
下
、
第
六
四
八
―
六
八
五
文
書
、
一
二
七
三
―
一
三
一
八
頁
。

（
��
）
前
掲
、
註
（
ùü
）「
第
六
章

釈
放
」、
四
一
五
頁
。

（
��
）
一
九
五
二
年
七
月
二
二
日
付
「
欧
米
一
第
三
九
三
号
」（
岡
崎
外
務
大
臣
発
在
米

国
新
木
大
使
宛
「
米
国
関
係
戦
犯
の
仮
出
所
許
可
の
促
進
方
訓
令
」
前
掲
、『
日
本

外
交
文
書

昭
和
期
Ⅳ

日
米
関
係

第
一
巻
（
昭
和
二
七
―
二
九
年
）』
下
、
第

六
五
二
文
書
、
一
二
七
六
―
一
二
七
八
頁
。

（
��
）
日
暮
吉
延
『
東
京
裁
判
の
国
際
関
係
―
国
際
政
治
に
お
け
る
権
力
と
規
範
』
木
鐸
社
、

二
〇
〇
二
年
（
釈
放
関
連
事
案
に
つ
い
て
増
補
さ
れ
た
新
書
版
と
し
て
『
東
京
裁
判
』

講
談
社
、二
〇
〇
八
年
）。
内
海
愛
子
『
ス
ガ
モ
プ
リ
ズ
ン
―
戦
犯
た
ち
の
平
和
運
動
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
。

（
��
）「
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
史
料
検
索
シ
ス
テ
ム
」
上
の
「
作
成
課
室
／
旧
蔵
者
」

に
つ
い
て
種
別
六
は
概
ね
戦
犯
室
で
あ
る
。
対
し
て
種
別
五
の
殆
ど
は
大
臣
官
房
総

務
課
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
収
録
文
書
自
体
は
戦
犯
室
の
作
成
な
い
し
取
得
文
書

で
あ
っ
た
。

（
��
）
例
と
し
て
戦
後
外
交
記
録
「
戦
後
処
理
／
軍
事
裁
判
・
戦
争
犯
罪
人
関
係
（
仮
出
所

促
進
）」���������

を
挙
げ
て
お
く
。
在
外
公
館
か
ら
本
省
へ
届
い
た
電
信
を
始

め
と
す
る
文
書
の
正
本
が
多
く
含
ま
れ
て
い
た
。

（
��
）
外
務
省
記
録
、%

`����������

所
収
。

（
��
）
拙
稿
「
出
所
を
躊
躇
う
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
―
外
交
史
料
館
新
規
公
開
文
書
の
襞
」『
大
阪

経
済
法
科
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
』
第
一
八
号
、
大
阪
経
済
法
科

大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
編
、
二
〇
二
一
年
三
月
、
一
八
―
二
四
頁
。
同

稿
を
発
端
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
＋
取
材
班
「
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
＋

あ
え
て
出
所
を
望
ま
ず
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
知
ら
れ
ざ
る
思
索
」（/

)
,

、
二
〇
二
一
年

一
二
月
八
日
放
映
）
が
制
作
さ
れ
て
い
る
。

（
��
）
前
掲
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
＋
取
材
班
「
あ
え
て
出
所
を
望
ま
ず
」
に
関
連
し
た

吉
田
裕
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「【
開
戦
八
〇
年
】
戦
後
の
日
本
へ
新
史
料
が
問
い
か

け
る
」
よ
り
以
下
に
引
用
す
る
と
、「
な
ぜ
こ
ん
な
に
情
報
・
史
料
の
公
開
が
進
ま

な
い
の
だ
、
と
い
う
い
ら
だ
ち
や
諦
め
の
よ
う
な
も
の
が
、
研
究
者
の
中
に
は
あ
る
。

し
か
し
長
い
年
月
が
流
れ
て
、
よ
う
や
く
本
格
的
に
戦
争
の
総
括
が
で
き
る
時
代
の

入
り
口
に
立
た
さ
れ
て
い
る
」
が
ゆ
え
に
「
若
い
世
代
に
は
こ
う
し
た
史
料
に
触
れ

て
頂
き
た
い
」、「
戦
争
責
任
と
か
戦
争
協
力
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
う
え
で
非
常
に

重
要
な
史
料
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

IUUQT���X
X
X
�OIL�KQ�Q�HFOEBJ�UT�3�:

�/
(
-+�(

�CMPH�CM�

QL&MEN
72
�3�CQ�Q9

QF���BW.
�

（
��
）
例
え
ば
外
務
省
記
録
「
講
和
条
約
発
効
後
に
お
け
る
本
邦
人
戦
犯
取
扱
関
係
雑
件

満
期
出
所
者
関
係
」%

`����������

に
て
四
件
が
該
当
す
る
。
文
書
名
は
「
仮
出

所
証
書
案
」、「
仮
出
所
申
請
書
」、「"

QQMJDBUJPO�GPS�1BSPMF�%
BUF�����.

BZ�

����
」、「
在
所
証
明
書
」。

（
��
）
外
交
史
料
館
所
蔵
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」
上
の
利
用
制
限
に
つ
き
筆
者
は
「
部
分
公
開
」
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文
書
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
し
、
国
立
公
文
書
館
は
先
に
触
れ
た

「
よ
く
あ
る
質
問
」
コ
ー
ナ
ー
に
て
「
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

情
報
は
一
部
利
用
を
制
限
」
し
て
い
る
旨
を
明
記
し
て
い
る
。
前
節
の
通
り
両
館
が

相
似
す
る
「
審
査
基
準
」
を
適
用
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
点
か
ら
「
戦
犯
フ
ァ
イ
ル
」

の
「
利
用
を
制
限
す
る
理
由
」
も
「
個
人
情
報
」
以
外
に
な
い
と
推
察
さ
れ
る
。

（
��
）
一
例
と
し
て
戦
後
外
交
記
録
「
戦
後
処
理
／
軍
事
裁
判
・
戦
争
犯
罪
人
関
係
（
受
刑

者
釈
放
）」���������
は
「
軍
事
裁
判
／
戦
争
犯
罪
人
に
関
す
る
文
書
の
う
ち
、

Ａ
級
戦
犯
の
釈
放
に
向
け
て
の
関
係
国
と
の
や
り
と
り
に
関
す
る
文
書
」
を
含
む
。

（
��
）
外
務
省
記
録
、%

`�����������

所
収
。

（
��
）
台
湾
人
戦
犯
に
関
す
る
著
作
の
例
と
し
て
、
福
永
美
知
子
『
心
果
つ
る
ま
で
―
日
本

の
戦
犯
に
さ
れ
た
四
人
の
台
湾
の
お
友
だ
ち
』
文
芸
社
、
二
〇
〇
二
年
。
同
じ
く
朝

鮮
人
に
つ
き
註
（
ýû
）
を
参
照
。

（
��
）
前
掲
、
拙
稿
「
当
事
者
不
在
の
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
と
公
文
書
」
は
朝
鮮
人
元
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯

で
あ
っ
た
李
鶴
来
の
死
を
切
欠
と
し
て
い
る
。
彼
は
朝
鮮
人
元
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
最
後
の

生
き
残
り
と
し
て
、
外
国
籍
戦
犯
の
救
済
を
訴
え
続
け
た
。
李
鶴
来
『
韓
国
人
元
Ｂ

Ｃ
級
戦
犯
の
訴
え
―
何
の
た
め
に
、
誰
の
た
め
に
（
教
科
書
に
書
か
れ
な
か
っ
た
戦

争
）』
梨
の
木
舎
、
二
〇
一
六
年
。

（
��
）
第
一
巻
は
「
台
湾
並
び
に
朝
鮮
半
島
出
身
戦
犯
に
関
す
る
文
書
を
収
録
。
具
体
的
に

は
、
各
種
名
簿
、
人
身
保
護
請
求
事
件
を
始
め
と
す
る
国
籍
問
題
、
釈
放
並
び
に
帰

国
に
関
す
る
文
書
、
韓
国
出
身
戦
犯
者
更
生
援
護
会
作
成
「
趣
意
書
（
資
金
募
集
要

領

事
業
計
画
書
）」
等
の
個
別
の
文
書
や
、
四
五
名
の
赦
免
勧
告
関
係
文
書
を
含

む
。」、
第
二
巻
は
「
台
湾
並
び
に
朝
鮮
半
島
出
身
戦
犯
に
関
す
る
文
書
を
収
録
。
具

体
的
に
は
、
厚
生
省
引
揚
援
護
局
作
成
「
昭
和
三
〇
年
一
二
月
一
日
現
在

韓
国
、

台
湾
出
身
戦
争
裁
判
受
刑
者
名
簿
」
を
始
め
と
す
る
各
種
名
簿
、
国
家
補
償
を
求
め

て
台
湾
並
び
に
朝
鮮
半
島
出
身
戦
犯
よ
り
諸
大
臣
に
宛
て
ら
れ
た
請
願
書
、
外
国
籍

戦
犯
の
支
援
団
体
た
る
財
団
法
人
友
和
会
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
外
国
籍
戦
犯
を
め
ぐ

る
報
道
振
り
を
含
む
。」
と
の
こ
と
。

（
��
）「
旧
」
の
全
四
八
件
が
「$

1��

」
か
ら
「$

1��

」
に
か
け
て
複
写
媒
体
を
伴
う
。

複
写
媒
体
は
計
三
八
冊
と
し
て
一
冊
で
複
数
の
フ
ァ
イ
ル
を
収
録
す
る
こ
と
も
あ

る
。
複
写
媒
体
は
ド
ッ
ジ
フ
ァ
イ
ル
に
綴
じ
ら
れ
て
い
た
。

（
��
）「
公
文
書
管
理
法
」
の
第
一
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
「
情
報
公
開
法
」
の
第
五

条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
ら
れ
た
情
報
。

（
��
）
前
掲
、
日
暮
［
二
〇
二
二
年
］、
二
五
頁
。

（
��
）
前
掲
、「
戦
後
外
交
記
録
公
開

平
成
九
年
度
外
交
記
録
公
開
」、
一
五
七
頁
。
前
掲
、

日
暮
［
二
〇
二
二
年
］
上
で
は
本
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
の
記
事
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

註
（
øú
）
に
掲
載
Ｕ
Ｒ
Ｌ
あ
り
。

（
��
）
例
え
ば
三
件
の
厚
生
省
引
揚
援
護
局
一
九
五
五
年
一
二
月
一
日
調
製
「
韓
国
台
湾

出
身
戦
争
裁
判
受
刑
者
名
簿
」（
収
録
簿
冊
は平

��法
務
��������

、平
��法

務

��������

、平
��法

務
��������

）
に
明
ら
か
で
あ
る
。「
最
終
審
査
日
」
を

遡
る
ほ
ど
「
黒
塗
り
」
の
範
囲
は
広
い
。
金
田
敏
昌
「
厚
生
省
統
計
が
伝
え
る
台

湾
・
朝
鮮
人
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
者
数
「
三
二
一
名
」
に
関
す
る
検
証
─
法
務
省
資
料
を
用

い
て
」『
大
阪
経
済
法
科
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
』
第
一
六
号
、

二
〇
一
九
年
三
月
、
六
六
―
七
三
頁
。

（
��
）
外
務
省
記
録
、%

`����������

所
収
。「
利
用
決
定
日
」
は
二
〇
二
二
年
七
月
六
日
。



ͷདྷ歴ʢۚాʣ࢛݅ྉؗॴଂʮઓ൜ϑΝΠϧʯീ࢙ަ֎

ʵ ��ʵ

（
��
）
数
千
人
分
と
思
し
き
住
所
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
一
部
の
本
籍
に
マ
ス
キ
ン

グ
も
見
ら
れ
た
。

（
��
）
註
（
ùú
）
を
参
照
。

（
��
）
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
海
外
か
ら
の
渡
航
が
不
可
能
と
な
っ
た
こ
と
も
一
因
と
し
て
あ
る
。

例
え
ば
台
湾
人
戦
犯
を
研
究
す
る
鍾
淑
敏
の
談
。

（
��
）「
ア
ジ
歴
」ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
を
参
照
。「
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
」と
は「
近

現
代
に
お
け
る
日
本
と
ア
ジ
ア
近
隣
諸
国
等
と
の
関
係
に
関
わ
る
日
本
の
歴
史
的
な

文
書
」
を
指
す
。

IUUQT���X
X
X
�KBDBS�HP�KQ�

（
��
）
註
（
ùù
）
に
例
示
し
た
外
務
省
記
録
「
連
合
軍
の
本
土
進
駐
並
び
に
軍
政
関
係
一
件

連
合
軍
と
の
間
の
来
往
信
綴
」
全
四
百
数
十
巻
の
一
部
が
閲
覧
で
き
る
。

（
��
）
憲
政
資
料
室
は
「
海
外
の
諸
機
関
等
が
所
蔵
し
て
い
る
日
本
占
領
関
係
の
公
文
書
を

中
心
と
し
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」で
あ
る「
日
本
占
領
関
係
資
料
」を
拡
充
さ
せ
て
き
た
。

IUUQT���SOBWJ�OEM�HP�KQ�PDDVQBUJPO�KQ�JOEFY�IUN
M

（
��
）
最
近
に
お
け
る
利
活
用
の
代
表
例
と
し
て
熊
野
以
素
『
九
州
大
学
生
体
解
剖
事
件
―

七
〇
年
目
の
真
実
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
。

（
��
）
拙
稿
「
連
合
軍
進
駐
直
後
に
お
け
る
ド
イ
ツ
警
察
の
治
安
実
践
と
住
民
感
情
―
ゲ
ル

ゼ
ン
キ
ル
ヒ
ェ
ン
市
警
が
「
特
記
」
し
た
外
国
人
犯
罪
（
一
九
四
五
年
）」『
三
田
学

会
雑
誌
』
第
一
〇
二
巻
三
号
、三
田
経
済
学
会
編
、二
〇
〇
九
年
、四
四
九
（
一
二
五
）

―
五
七
六
（
一
四
二
）
頁
。

（
��
）
画
像
の
二
次
利
用
に
つ
い
て
も
国
立
公
文
書
館
は
「「
申
請
等
の
手
続
は
不
要
」
と

す
る
。
前
掲
、「
よ
く
あ
る
ご
質
問
」
上
の
該
当
記
事
を
参
照
。
外
交
史
料
館
で
は
「
出

版
・
掲
載
・
放
映
等
で
特
定
歴
史
公
文
書
等
を
二
次
利
用
」
す
る
場
合
に
「
特
定
歴

公
文
書
等
特
別
撮
影
申
込
書
」
の
提
出
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
し
同
申
込
書
（
二

次
利
用
）
は
「
出
版
・
掲
載
・
放
映
の
許
諾
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
任
意
で
ご
協
力
頂
い
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

IUUQT���X
X
X
�N
PGB�HP�KQ�N

PGBK�BOOBJ�IPOTIP�TIJSZP�BOOBJ�

IUN
M�TFDUJPO�

（
��
）「
公
文
書
等
の
適
切
な
管
理
、
保
存
及
び
利
用
に
関
す
る
懇
談
」
よ
り
引
用
。

IUUQT���X
X
X
��DBP�HP�KQ�DIPTFJ�LPVCVO�LBLP@LBJHJ�LPOEBOLBJ�

LPOEBOLBJ�IUN
M

（
��
）
註
（
��
）
の
拙
稿
、
二
四
頁
。

※
本
稿
で
引
用
し
た
全
て
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
、
令
和
四
年
一
二
月
二
一
日
ア
ク
セ
ス
時
点
の
情

報
で
あ
る
。


